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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（小林 勲君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２３年第３回美幌町議会定例会第３日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（小林 勲君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１１番大原昇さん、１２番古舘

繁夫さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（小林 勲君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので、御了承願います。

なお、山内教育委員会委員長、本日以降欠

席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第２０号から

議案第３１号まで

○議長（小林 勲君） 日程第２ 議案第２

０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてから議案第３１号平成２

３年度美幌町病院事業会計予算についてまで

の１２件を議題といたします。

順次、提案者から説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の１７７

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第２０号北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更について御説明申し上

げます。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約を次のとおり変更するということで、記

以下につきましては参考資料のほうで御説明

申し上げますので、参考資料の５ページをお

開きいただきたいと思います。

まず、改正目的でございますが、道立紋別

病院を西紋５市町村が道から移管を受け、新

しい病院を運営するため、「広域紋別病院企

業団」を設立し、平成２３年４月から「広域

紋別病院」として運営することとなったこと

に伴いまして、北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約を変更しようとするものでご

ざいます。

改正内容につきましては、第３条に規定し

ています別表第１の「富良野広域連合」の次

に「広域紋別病院企業団」を加えるものであ

ります。

根拠法令等につきましては、地方自治法で

ございます。

施行日につきましては、総務大臣の許可の

日でございます。

続きまして、議案の１７８ページをお開き

いただきたいと思います。

議案第２１号北海道市町村総合事務組合規

約の変更について御説明申し上げます。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村総合事務組合規約を次のと

おり変更するということで、内容につきまし

ては参考資料のほうで御説明申し上げますの

で、参考資料の６ページをお開きいただきた

いと思います。

改正目的でございますが、これも道立紋別

病院を西紋５市町村が道から移管を受け、新

しい病院を運営するため、「広域紋別病院企
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業団」を設立し、平成２３年４月から「広域

紋別病院」として運営することとなったこと

に伴いまして、北海道市町村総合事務組合規

約を変更しようとするものでございます。

改正内容でございますが、第２条に規定す

る別表第１の支庁名の欄中、オホーツク総合

振興局で加入している市町村一部事務組合及

び広域連合の数について、現在の「２３」を

「２４」に改めまして、組合を組織する地方

公共団体の欄の「網走地区消防組合」の次に

「広域紋別病院企業団」を加え、同じく別表

第２第９項の「北見地区消防組合」の次に

「広域紋別病院企業団」を加えるものでござ

います。

根拠法令等につきましては、地方自治法で

ございます。

施行日につきましては、総務大臣の許可の

日でございます。

次に、議案の１７９ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案第２２号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定について御説明

申し上げます。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとすると

いうことで、内容につきましては参考資料の

７ページをお開きいただきたいと思います。

改正の目的でございますが、職員の時間外

支給の取り扱いにつきまして、平成２２年度

の人事院勧告に準じ、条例の一部を改正する

ものでございます。

改正内容でありますが、職員の時間外支給

について、一月に６０時間を超える時間外勤

務の算定基礎に、日曜日またはこれに相当す

る日の勤務時間を含めることとなったことか

ら、除外規定の削除を行うものでございま

す。

このことにつきましては、平成２２年３月

議会におきまして、労働基準法の改正に伴

い、月６０時間を超える時間外勤務手当を

行った場合の支給割合を１００分の１２５か

ら１００分の１５０に改正したところでござ

います。

この積算基礎につきましては、日曜日また

はこれらに相当する日、これは祝祭日等でご

ざいますが、勤務時間が除かれておりまし

た。しかし、民間では時間外労働の割増賃金

率を引き下げた企業のうち、日曜日またはこ

れらに相当する日の労働時間を積算の基礎に

含めている企業が多く占めているということ

から、今回、この日曜日またはこれらに相当

する日の労働時間を積算基礎に含めることに

改正しようとするものでございます。

施行日につきましては、平成２３年４月１

日からでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の１８０

ページをお開き願いたいと思います。

議案第２３号美幌町国民健康保険条例の一

部を改正する条例制定について。

美幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとするものでご

ざいます。

記以下につきましては、参考資料で御説明

申し上げますので、参考資料の８ページをお

開き願いたいと思います。

議案第２３号関係。

条例名、美幌町国民健康保険条例。

改正の目的につきましては、健康保険法施

行令の一部改正に伴い、美幌町国民健康保険

における出産育児一時金の支給額を改正しよ

うとするものでございます。

改正内容につきましては、現在、平成２１

年１０月１日から平成２３年３月３１日まで

の間、暫定的に引き上げられておりました出

産育児一時金の支給額４万円につきまして、

健康保険法施行令の一部を改正する政令にお

いて、平成２３年４月から恒久化することに

伴い、美幌町国民健康保険条例の附則での規

定を削り、本則において支給額を変更しよう

とするものでございます。

支給額につきましては、現行３５万円を３
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９万円に改正しようとするものでございま

す。

参考の１のとおり、出産に当たり、産科医

療補償制度に加入している医療機関について

は、大体の市町村、例えば管内であれば全部

の医療機関が加入していることから、実際の

出産においては３万円が加算されることにな

りますので、現行の３８万円から４０万円に

なることになります。

根拠法令等につきましては健康保険法施行

令、施行日につきましては平成２３年４月１

日であります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 続きまして、議

案の１８１ページでございます。

議案第２４号平成２３年度美幌町一般会計

予算について御説明申し上げます。

簿冊の５ページをお開きいただきたいと思

います。

平成２３年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１０３億２,４３８万円と定める。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定によ

る債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担

行為」で御説明申し上げます。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れ最高額

は、２５億円と定めるものでございます。

それでは、１０ページ、１１ページをお開

きいただきたいと思います。

第２表、債務負担行為でございます。

債務負担行為は、数年度にわたる債務を負

担する契約を結ぶなど将来の財政負担を約束

する行為で、平成２３年度以降に係る事業等

について、その期間及び限度額を設定するも

のでございます。

まず、一番上段の農業経営基盤強化資金利

子補給でございますが、これは、スーパーＬ

資金の利子補給で、本年度は１４件を見込

み、期間は平成２３年度から平成２８年度ま

での６年間で、限度額は１６６万８,０００

円であります。

次に、美幌美禽地区経営体質育成基盤整備

事業分担金でありますが、これは、平成２３

年度から新規に実施いたします美禽地区にお

ける暗渠排水、土壌改良、心土破砕、客土等

の農業基盤整備事業に係る１７.５％の分担

金で、期間は平成２３年度から事業の完了年

度まで、限度額につきましては、土地改良法

に基づく負担金額であります。

次の美幌田中地区戸別所得補償実施円滑化

基盤整備事業分担金でございますが、これも

同様に、平成２３年度から新規に実施いたし

ます瑞治、報徳、田中、日並地区における区

画整理、暗渠排水、心土破砕、客土、堆肥等

の農業基盤整備に係る２０％の分担金で、期

間は平成２３年度から事業の完了年度まで

で、限度額は土地改良法に基づく負担金額で

ございます。

次に、土木積算システム機器借上料でござ

いますが、これは平成１９年８月に導入いた

しましたシステムの更新で、サーバー１台、

端末機４台で、期間は平成２３年度から２７

年度までの５年間で、限度額は２８９万７,

０００円でございます。

次に、ミニショベル購入費でありますが、

これも平成１６年度に購入したミニショベル

の更新で、備荒資金組合から購入するもので

ございます。期間につきましては平成２３年
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度から２７年度までの５年間の償還で、限度

額は４２９万５,０００円でございます。

次に、ショベル用ランバーフォーク購入費

でございますが、これは、災害時に土嚢や災

害用資機材をトラック等に積み込むため、

フォークリフトのつめと同様のショベルロー

ダー用のフォークで、これも備荒資金組合か

ら購入するものでございます。期間は平成２

３年度から２７年度までの５年間の償還で、

限度額は１７７万６,０００円でございま

す。

次に、ロータリ除雪機購入費でございます

が、これは乗用型の４輪のロータリ除雪車

で、平成４年購入の更新でございます。これ

につきましても備荒資金組合から購入するも

ので、期間は平成２３年度から２９年度まで

の７年間の償還で、限度額は１,５０４万３,

０００円でございます。

次に、手押しロータリ除雪機購入費であり

ますが、これは平成７年度に購入した手押し

ロータリ除雪機の更新で、これにつきまして

も備荒資金組合から購入するものでございま

す。期間につきましては平成２３年度から２

７年度までの５年間で、限度額は３１６万

８,０００円でございます。

次に、乗用草刈機購入費で、これは、平成

７年度に購入しました公園の維持管理用草刈

り機の更新で、これにつきましても備荒資金

組合から購入するものでございます。期間に

つきましては平成２３年度から２７年度まで

の５年間の償還で、限度額は３２１万６,０

００円でございます。

次に、スノーモービル購入費で、これは、

平成１２年度購入いたしましたリリー山ス

キー場のスノーモービルの更新でございま

す。これにつきましても備荒資金組合から購

入するもので、期間は平成２３年度から２７

年度までの５年間の償還で、限度額は１２２

万７,０００円でございます。

次に、１２ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債でございますが、平成２３

年度に実施いたします各事業に要する財源の

一部として地方債に求めるものでございま

す。

まず、水道未普及地域解消事業で、限度額

は２,５１０万円でございます。これにつき

ましては、水道事業会計が実施いたします豊

幌地区の水道未普及地域解消事業について、

繰り出し基準に基づき建設改良費の３分の１

を一般会計から水道事業会計へ出資する財源

としまして地方債を借り入れするものでござ

いまして、地方債名は公営企業債、充当率は

１００％で、後年度元利償還金の５０％が交

付税措置されるものでございます。

次に、第Ⅲ期埋立処分場造成事業で、限度

額は２億１,１１０万円でございます。これ

につきましては、平成２０年度から２３年度

までの４年間で、防衛の補助により実施して

おりますごみ処分場の整備で、今年度は水処

理施設の整備及び附帯工事を実施するもので

ございます。地方債名は一般廃棄物処理事業

債で、充当率は、補助分につきましては９０

％、単独分が７５％でございます。

なお、補助分につきましては、後年度、元

利償還金の５０％が交付税措置されるもので

ございます。

次に、農業生産基盤整備事業で、限度額は

３４０万円でございます。これは、豊高地区

の道営担い手畑総事業の区画整理に係る分と

田中地区の戸別所得補償実施円滑化基盤整備

事業の区画整理に係る分でございまして、地

方債名は一般公共事業債で、充当率は、通常

分が５０％、財源対策分が４０％の合計９０

％でございます。このうち財源対策分に係る

部分について、後年度、元利償還金の５０％

分が交付税措置されるものでございます。

次に、持続的農業・農村づくり促進特別対

策事業で、限度額は１,２１０万円でござい

ます。これは、豊高地区の道営担い手畑総事

業の暗渠、客土、それと、美禽地区の経営体

育成基盤整備事業の暗渠、客土、さらに、田

中地区の戸別所得補償実施円滑化基盤整備事

業の暗渠、客土、除れき等の実施に伴うパ
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ワーアップ分に係る分で、地方債名は北海道

振興基金でございます。充当率につきまして

は７５％、交付税措置はございません。

次に、埋蔵文化財発掘調査事業でございま

すが、限度額は２８０万円でございます。こ

れは、田中地区の道営担い手畑総事業の試掘

調査及び高野３遺跡の調査を実施するもの

で、地方債名は北海道振興基金で、充当率は

７５％でございます。交付税措置はございま

せん。

次に、（仮称）文化ホール整備事業で、限

度額は５,０００万円でございます。これ

は、町民会館の第１ホールを解体し、新たに

芸術・文化活動の拠点となるホールを整備す

るもので、鉄骨造一部鉄筋コンクリート造２

階建てでございまして、地方債名は一般単独

事業債で、交付税措置はございません。

最後になりますが、臨時財政対策債で、限

度額は４億３,６４０万円でございます。こ

れは、交付税制度の見直しによりまして、交

付税の不足分の一部を地方自治体の地方債に

振りかえられたもので、充当率は１００％で

ございます。後年度に、この元利償還金の１

００％が交付税措置されるものでございま

す。

以上、本年度の借り入れいたします地方債

の総額は、７億４,０９０万円を予定して計

上いたしてございます。

それでは、次に、７３ページをお開きいた

だきたいと思います。

歳出でございます。

まず、議会費で、総額は６,８１０万６,０

００円で、議会運営に係る経費の計上でござ

います。今年度につきましては、期末手当支

給割合の見直し等によりまして、前年度より

４６１万２,０００円の減となってございま

す。

次に、７５ページをお開きいただきたいと

思います。

総務費で、総額３億７,０３３万円でござ

います。一番上の一般事務費の上から５行目

になります。臨時職員賃金２１０万２,００

０円でございますが、パートの電話交換手２

名の賃金と新規採用職員の見習い賃金３名、

１５日分を計上いたしてございます。

そのほかにつきましては、昨年と大きく変

わりございません。

次に、７７ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の庁用備品の８４万円でございます

が、これにつきましては、庁舎２階のファク

ス及び紙折機を更新するものでございます。

次に、広報広聴費の機械器具２４万円でご

ざいます。これにつきましては、広報用デジ

タルカメラ及びフラッシュ等の備品の更新で

ございます。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります。財産管理費の庁

舎管理事業費の下から４行目になります。庁

用備品６５万８,０００円でございますが、

これにつきましては、税務グループ及び水道

グループの窓口のカウンターを低いローカウ

ンターに交換する分と、町民の部屋のいすの

更新でございます。

次に、８１ページをお開きいただきたいと

思います。

上の段の中ほどに車両９３万４,０００円

とございます。これにつきましては、現在の

公用車の台数不足によりまして、軽の公用車

１台分を増車するものでございます。

その下の欄の下から３行目、賠償金１９０

万円でございますが、これにつきましては、

町有財産の管理に起因する損害賠償金として

１００万円、もう一つ、公用車の事故対応に

よります損害賠償金として９０万円を計上さ

せていただいてございます。

その下の償還金利子及び割引料１０８万

３,０００円につきましては、昨年導入いた

しました多目的使用のワゴン車購入に係る備

荒資金組合への償還金でございます。

次の一般事務費の中の一番最後になります

積立金５４万５,０００円につきましては、

ふるさとづくり基金の利子等の積み立てでご
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ざいます。

その段の一番下になります。４、国内外交

流事業費の各種研修等報償４６万６,０００

円でございますが、これにつきましては、ケ

ンブリッジ交換留学生の高校生２名の派遣及

び２名の受け入れに対する報償でございま

す。

次に、８３ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の段の生活バス路線維持事業費の補

助金、生活バス路線運行維持費補助金１,１

８４万円でございます。これにつきまして

は、生活バス路線の維持確保のため、北見バ

ス、網走バス、阿寒バスへの助成でございま

すが、昨年までは実績確定した段階において

補正をさせていただいておりましたが、今年

度は昨年度の実績を見込みまして当初予算に

計上させていただいたところでございます。

次の欄の会館管理運営事業費の３段目、嘱

託職員賃金５１１万３,０００円でございま

すが、町民会館館長を嘱託職員としたことに

よりまして、昨年度より２６４万６,０００

円の増となってございます。

その中ほどに業務委託の耐震診断委託料３

４３万６,０００円とございます。これにつ

きましては、町民会館は昭和４４年に開設さ

れ、老朽化が進み、災害時の避難収容施設に

もなっていることから、安心で安全な公共施

設として施設の長寿命化を図るため、耐震診

断を実施しまして、改修計画を検討するもの

でございます。

次に、８５ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の段の下になります。交通安全対策

推進事業費の積立金６万３,０００円でござ

いますが、これにつきましては、交通安全推

進基金の利子の積立金でございます。

次の欄の住民活動推進事業費の上から４行

目、修繕料１１８万１,０００円の計上でご

ざいますが、これにつきましては、仲町集会

室の玄関スロープの改修、それと旭集会室の

床張りかえ、地域集会室の修繕料等でござい

ます。

五つ飛びまして、負担金の手作り出店実行

委員会負担金１８０万円の計上でございま

す。これにつきましては、ふるさとまつりの

負担金ということでございますが、新年度は

２０回目を迎えることから、ふるさとまつり

のイベントとして、大道芸を予定しておりま

す。さらに、スタッフ等のアルバイトの増員

によりまして、昨年度より６０万円ほど増と

なってございます。

次に、８７ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目の財政調整等基金積立金、積

立金６５５万２,０００円でございますが、

財政調整基金、公共施設整備基金、減債基

金、３基金の利子の積立金でございます。

その下の電算管理事業費の一番下になりま

す。電算機器借上料３,０１３万２,０００円

の計上でございますが、これにつきまして

は、本町の電算システムについて、昨年１１

月にオフコンタイプからパソコンタイプへ更

新したことにより、新年度は一年間のリース

料ということで、昨年度より３６７万７,０

００円の増となってございます。

次に、８９ページをお開きいただきたいと

思います。

上の段の３、過年度税等還付金、償還金利

子及び割引料の８００万円でございますが、

これは、法人町民税の中間納付に係る還付金

を初め各種税目の過年度の還付金及び加算金

で、前年度の実績から、昨年度より２００万

円多い８００万円を計上させていただいたと

ころでございます。

次の段の一般事務費の中ほどでございま

す。固定資産路線価評価業務委託料の８２７

万４,０００円でございます。これにつきま

しては、平成２４年度固定資産税評価替えに

伴う市街地の路線価評価を実施するものでご

ざいます。

その下の電子申告ＡＳＰサービス初期導入

委託料１１３万４,０００円でございます。

これにつきましては、平成２４年１月から給
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与支払報告書、法人町民税の申告、償却資産

の申告、町民税の特別徴収の異動届につい

て、地方電子化協議会が運営する地方税ネッ

トワーク、通称ｅＬＴＡＸと申しますが、こ

れによる電子申請が開始されることになりま

して、その審査システムの設定及び導入試験

作業等に係る委託分でございます。

次に、９１ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります。

１、戸籍・住民基本台帳事務費の６行目に

なります。業務等委託料、戸籍システム電算

化データセットアップ委託料１,３８０万８,

０００円でございますが、これは、戸籍の電

算システム導入時に、データ入力に要した委

託料について、５年分割により支出するもの

で、今年度は最終年となるものでございま

す。

その段の２、住民基本台帳ネットワークシ

ステム導入事業費の一番下になります。庁用

備品５５万７,０００円でございます。これ

につきましては、平成１７年度に導入しまし

た公的個人認証システムの更新で、端末１

台、プリンター１台、電子証明書のＩＣカー

ドへの書き込みを行うカードリーダーライ

ター１台、それと、電子証明書発行の際に申

請書の鍵ペアを生成し、ＩＣカードに格納す

る鍵ペア生成装置１台を導入するものでござ

います。

次に、９３ページをお開きいただきたいと

思います。

下の段になります。知事及び道議会議員選

挙費３８８万５,０００円の計上でございま

すが、これにつきましては、本年４月１０日

執行の知事及び道議会議員の選挙に要する経

費の計上でございます。

次に、９５ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の町長及び町議会議員選挙費８１８

万円でございます。これにつきましては、本

年４月２４日に執行いたします町長及び町議

会議員の皆様の選挙に要する経費の計上でご

ざいます。

一番下の段の統計調査事業費１６８万１,

０００円でございますが、新年度の統計調査

事業は、経済センサス統計、学校基本調査

と、町単独で実施します農業基本調査の計３

本の統計調査に要する経費の計上でございま

す。

次に、９７ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります。地籍調査事業費

の３段目、業務等委託料の地籍調査事業委託

料１,５９５万円の計上でございますが、こ

れにつきましては、地籍の電算化を図るた

め、平成２３年度から平成２５年度までの３

年間で地籍の座標及びその他数値等のデータ

を入力する委託料でございます。

次に、９９ページをお開きいただきたいと

思います。

民生費でございます。総額は１９億９,２

６２万７,０００円でございます。

一般事務費の機械器具２７８万３,０００

円につきましては、平成２１年度より５カ年

計画で、高齢者住宅の間口の除雪を行ってい

ただくため、小型除雪機を合計２１台導入

し、各自治会のたすけあいチームへ貸与する

もので、今年度は５台を導入するものでござ

います。

三つ飛びまして、補助金のうち社会福祉協

議会補助金２,２４７万３,０００円の計上で

ございます。これにつきましては、昨年度ま

でボランティアセンターの運営補助について

別枠で助成してございましたが、同じ社会福

祉協議会へ補助することから、新年度より一

本化を図ったため、昨年度より２５０万円ほ

ど増となってございます。

三つ飛びまして、積立金１７５万９,００

０円でございますが、福祉基金の利子の積み

立てでございます。

その欄の一番下になります。３、他会計負

担事業費、繰出金、国民健康保険特別会計繰

出金１億８,１８６万８,０００円でございま

すが、これにつきましては、国保基盤安定支
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援分として１億１,３８４万９,０００円、事

務費負担分として２,４７４万円、出産一時

金として１,０９３万４,０００円、財政安定

化支援分として３,２３４万５,０００円につ

いて一般会計から繰り出すものでございま

す。

次に、１０１ページをお開きいただきたい

と思います。

２段目の欄になります。高齢者福祉費の一

般事務費の各種委員会報償２２万５,０００

円につきましては、平成２４年度から２６年

度までの第５期高齢者保健福祉計画策定のた

めの委員１８名の方々への報償で、５回分を

計上させていただいてございます。

その三つ下、業務等委託料の介護人材雇用

創出事業委託料５１５万３,０００円でござ

います。これにつきましては、国の緊急雇用

創出推進事業によりまして、町内の介護老人

福祉施設での実習研修を通してホームヘル

パー２級の資格を取得させ、介護職員の増員

を図るため、６カ月間、４名の雇用を委託す

るものでございます。

次に、１０３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の機械器具１０７万９,０００円で

ございますが、これは、緊急通報装置１５台

及びリズムセンサー１５個分の計上でござい

ます。

二つ飛びまして、扶助費の住宅改修費助成

１３５万円の計上でございます。これにつき

ましては、介護認定対象外の高齢者や身障者

で、手すりや段差解消等の住宅改修に対する

助成で、限度額は工事費の上限が１０万円

で、その９割を助成するものでございまし

て、新年度は１５件を予定してございます。

そのページの一番下になります。５、施設

措置事業費、扶助費、老人保護措置費４,４

６３万円でございますが、これにつきまして

は、美幌町の町民で町外６カ所の養護老人福

祉施設に入所しております２５名の方に対す

る保護措置費でございます。

次に、１０５ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の６、後期高齢者医療費、負担金、

療養給付費負担金２億３,４３８万円でござ

いますが、後期高齢者医療広域連合で支払い

をする医療給付費に要する町の公費負担分で

ございます。

その下の他会計負担事業費、繰出金、後期

高齢者医療特別会計繰出金７,７４９万８,０

００円につきましては、保険料の軽減に係る

保険基盤安定分として５,６７０万円、広域

連合市町村負担金として６８６万９,０００

円、市町村事務費分として１,３９２万９,０

００円を一般会計から繰り出すものでござい

ます。

その下の介護保険特別会計繰出金２億１,

２４１万９,０００円でございますが、これ

につきましては、介護給付に係るルール分と

して１億４,５４２万７,０００円、包括的支

援事業、任意事業分として１,８９１万７,０

００円、介護予防事業分として４０万７,０

００円、人件費等の事務費分として４,７６

６万８,０００円を一般会計から繰り出すも

のでございます。

その欄の９、老人保健医療事業費１００万

５,０００円につきましては、老人保健特別

会計の廃止に伴いまして、医療機関からの過

誤納返戻等の事務が残るため、一般会計へ組

み込みまして、医療給付費の精算に係る事務

処理を行うための計上でございます。

次の一番下の欄になります。１、一般事務

費の４行目、事務事業協力報償１１万７,０

００円でございますが、これにつきまして

は、自殺対策緊急強化推進事業により、北見

日赤の精神保健福祉士による心の健康相談を

月１回開催するための相談に係る協力報償分

でございます。

その下の一番下、印刷製本費３８万９,０

００円につきましては、自殺予防啓発用リー

フレット１万部を作成するものでございま

す。

次に、１０７ページをお開きいただきたい

と思います。
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上から６行目になります。補助金の北海道

療育園美幌療育病院開設準備補助金３,３０

０万円でございますが、北海道療育病院の開

設に伴う補助金で、平成２５年まで助成する

ものでございまして、本年度で８年目になり

ます。

その欄の中ほどになります。３、障害者自

立支援事業費の業務等委託料の、一つ飛びま

して地域生活支援事業業務委託料３,２１２

万７,０００円の計上でございます。これに

つきましては、地域包括支援センターにおけ

る相談件数の増加に伴いまして、相談員を２

名体制に拡充しまして相談支援事業業務委託

を行うものと、コミュニケーション支援、移

動支援、日中一時支援、地域活動支援セン

ター業務、訪問入浴サービス等の委託料をあ

わせて計上させていただいてございます。

一つ飛びまして、障害者清掃作業支援事業

委託料３２１万４,０００円でございます

が、これにつきましては、国の緊急雇用創出

推進事業によりまして、美幌地域就労支援セ

ンターの清掃業務拡大に伴い、業務に携わる

障害者を支援する支援者２名を１年間、もう

１名は３カ月を雇用し、障害者の雇用の場を

提供するため、ＮＰＯ法人美幌えくぼ福祉会

へ委託するものでございます。

次の障害者日中一時支援事業委託料２７０

万円でございますが、これも緊急雇用創出推

進事業によりまして、障害者の引きこもり対

策として、社会との接点の場を提供する日中

一時支援事業所よりみちの支援員２名を１年

間雇用し、保護者の負担軽減を図るための委

託料でございます。

その下の障害児等日中一時預かり支援事業

委託料１８２万円につきましても、緊急雇用

創出推進事業によりまして、町外の養護学校

等に在籍しております児童生徒が土曜、祝

日、夏休み、冬休み等で自宅へ帰省したとき

に、一時預かりの場としてマイスペースで支

援員２名を１年間雇用し、保護者の負担軽減

を図るための委託料でございます。

その下の障害者等交流活動センター支援事

業委託料１０２万円でございますが、これも

緊急雇用創出推進事業によりまして、障害者

が土曜、祝日等に気軽に集える交流活動セン

ターに施設管理及び相談等の支援員１名を１

年間雇用し、気軽に立ち寄り交流できる場を

提供するために、美幌町手をつなぐ育成会へ

の委託でございます。

次に、１０９ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の自立支援医療給付費４,０２９万

６,０００円でございますが、これにつきま

しては、人工透析に係る通院、薬剤、入院、

生活保護者等に対する医療給付費でございま

す。

一つ飛びまして、介護給付費・訓練等給付

費３億６,６１７万６,０００円につきまして

は、居宅介護、児童デイサービス、生活介護

等の介護給付費と、共同生活援助、就労継続

支援等の訓練等給付費の計上でございます。

そのページの一番下の欄になります。一般

事務費の補助金、認可外保育所利用者補助金

３００万円でございますが、これは、ＮＰＯ

法人ひまわり保育園のゼロ歳から２歳児まで

の保育料につきまして、町の保育料との差額

に対し助成するものでございまして、ゼロ歳

児４名、１歳児６名、２歳児２名の合計１２

名分を見込み、計上してございます。

その下の重度障害児保育事業補助金２７６

万４,０００円でございますが、これもＮＰ

Ｏ法人ひまわり保育園において、新年度より

心臓病を持った園児が看護師を配置してござ

いますひまわり保育園に入園することとなっ

たことから、障害児保育に対し、保育士１名

分の賃金と看護師１名分の２分の１について

助成するものでございます。

次に、１１１ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの中ほどに庁用備品５５万３,

０００円とございます。これにつきまして

は、子ども発達支援センターの平成９年度に

導入いたしましたコピー機の更新を行うもの

でございます。
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次に、１１３ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの一番下になります。保育園運

営事業費の上から３行目、臨時職員賃金４,

２７８万６,０００円の計上でございます

が、新年度は美幌保育園に障害を持った子供

が入園することから、障害児対応の臨時保育

士の賃金として、昨年度より約２８０万円ほ

ど増となってございます。

次に、１１５ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の２、施設維持管理事業費の業務等

委託料、火災通報装置設置委託料４６万２,

０００円の計上でございますが、これは、消

防法施行規則改正に伴い、美幌、東陽両保育

園に火災通報装置を設置するものでございま

す。

この欄の下から３行目、庁用備品４２万円

につきましては、美幌保育園の昭和６２年導

入の調理保管庫の更新を行うものでございま

す。

次に、１１７ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２行目、火災通報装置設置委託料２

３万１,０００円でございますが、これも消

防法施行規則改正に伴いまして、中央保育所

に火災通報装置を設置するものでございま

す。

このページの一番下の欄になります。１、

子ども手当支給事業費、扶助費、子ども手当

３億５,４５７万６,０００円の計上でござい

ます。これにつきましては、中学校修了まで

の子供を対象に、３歳児未満は月額２万円、

３歳以上につきましては月額１万３,０００

円を支給するもので、３歳児未満が３８８

人、３歳以上は１,６７６人の合計２,０６４

人分を計上いたしたところでございます。

なお、支給日につきましては、６月、１０

月、２月の３回に分けて支給されることに

なってございます。

次に、１１９ページをお開きいただきたい

と思います。

このページにつきましては、災害扶助費で

ございますが、科目設定でございます。

次に、１２１ページをお開きいただきたい

と思います。

衛生費でございます。総額は１１億９,５

３１万７,０００円でございます。

中ほどの４、他会計負担事業費、負担金、

美幌・津別広域事務組合負担金１,０７１万

５,０００円でございますが、これにつきま

しては、火葬場の運営に要する負担金でござ

います。

その下の水道事業会計負担金２５万７,０

００円につきましては、公園等の無償給水経

費に要する負担分でございます。

病院事業会計の２億７１万６,０００円で

ございますが、これにつきましては、救急医

療、それから高度医療、建設改良、小児医療

等に要する経費、さらには医師確保対策に要

する経費、不採算診療分として６,７３２万

円を含む一般会計からの負担金でございま

す。

次に、補助金の水道事業会計補助金５万

５,０００円につきましては、簡易水道事業

に係る企業債の利子分でございます。

その下の病院事業会計補助金２,５２２万

１,０００円につきましては、医師等の研

究・研修費、それから基礎年金拠出金の負担

金、児童手当経費の補助分としての計上でご

ざいます。

その下の投資及び出資金９,６６５万８,０

００円につきましては、病院の企業債の元利

償還分として６,９４１万５,０００円、水道

の簡易水道事業に係る企業債の元利償還分と

して２１４万３,０００円、さらに、投資及

び出資金として２,５１０万円の計上でござ

います。

一番下の繰出金、個別排水処理特別会計繰

出金２,８３１万１,０００円につきまして

は、地方債の償還に係る分として６８２万

円、資本費のルール分として９４６万５,０

００円、基準外として１,２０２万６,０００

円を繰り出すものでございます。
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次に、１２３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から４行目になります。野犬掃討等業務

委託料３１万５,０００円の計上でございま

すが、これにつきましては、昨年度まで臨時

職員と職員により対応してきておりました

が、新年度より民間へ委託するもので、５０

頭分を見込んでございます。

その下の捕獲犬飼養業務委託料６万円につ

きましては、捕獲した犬の保管飼養に係る委

託料でございます。

次の２の予防接種事業費の臨時職員賃金１

７３万７,０００円の計上でございます。こ

れにつきましても、国の緊急雇用創出推進事

業によりまして、各種がん検診等及び予防ワ

クチン接種の普及促進と各種データ処理業務

のために臨時職員１名を１年間雇用するもの

でございます。

その次、中ほどに業務等委託料、個別予防

接種委託料４,８４６万７,０００円とござい

ます。これにつきましては、ジフテリア・百

日咳・破傷風混合ワクチン、風疹・麻疹混合

ワクチンに加え、高齢者のインフルエンザ接

種、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチ

ン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種料の計上

でございます。

その欄の下、一番下になります。扶助費、

インフルエンザ予防接種扶助１２万６,００

０円でございますが、これは、町民税非課税

世帯に対する軽減措置として、インフルエン

ザ予防接種について、対象者が費用軽減対象

者確認証の交付を受けないで接種した方に対

しまして、直接支払う分として６０名分を見

込み計上させていただいてございます。

次に、１２５ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の４、健康づくり事業費の中ほど、

業務等委託料の特定健診委託料１３２万５,

０００円の計上でございます。これにつきま

しては、集団健診について、従来の診察、脂

質、肝機能、代謝系の検査に加え、新年度よ

り心電図、眼底、クレアチニン、尿酸の４項

目を追加し、２１０名分を予定し、計上いた

してございます。

その下の脳ドック検診委託料４０９万円に

つきましては、昨年度まで対象年齢を３５歳

から７０歳までとしてございましたが、新年

度より７０歳までの上限を撤廃しまして、３

５歳以上全員といたし、２５０名を見込み、

計上いたしたところでございます。

次に、１２７ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。保健福祉総合セ

ンター維持管理事業費の中ほどに電波障害共

聴施設撤去委託料２２万４,０００円と計上

させていただいております。これにつきまし

ては、地デジ放送開始に伴いまして、電波障

害の共聴施設を設置しておりましたが、この

分を撤去するための委託料でございます。

この欄の一番下、補償金７万２,０００円

につきましては、保健福祉総合センターの電

波障害共聴施設の撤去により、受信電波が弱

く地デジが見られない家庭に対し、電波を増

幅するブースターを設置し、電波障害に対応

するものでございまして、ブースター３個分

を見込んで計上してございます。

次に、１２９ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどの３、ごみ処分場維持管理事業費の

修繕料１,２４８万１,０００円の計上でござ

います。これにつきましては、ごみの重量を

計量するトラックスケールの老朽化に伴う修

繕で３８０万１,０００円、浸出水処理施設

の構内攪拌機の交換で２４１万５,０００

円、さらに、回転円盤軸受機の交換で２１１

万５,０００円、さらに、ペットボトル減溶

機の修繕で１５０万円などにより、昨年より

８４０万円ほど増となってございます。

その欄の施設維持管理等委託料のごみ処理

場維持管理委託料７,６２４万８,０００円で

ございます。これにつきましては、リサイク

ルセンターにおけるペットボトル等の洗浄処

理の精度が高く求められるようになってきた

ことや、機械の老朽化に伴い作業効率の低下
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などから作業員の不足が生じているため、新

年度より作業員１名を増員することと、ごみ

を破砕、転圧しますコンパクターの鉄輪の交

換等により、昨年度より１,４４０万円ほど

増となってございます。

次に、１３１ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の５、第Ⅲ期埋立処分場造成事業費

４億３,０８０万１,０００円でございます

が、これにつきましては、防衛の補助事業に

より、ごみ処分場の整備でございまして、工

事内容等につきましては、後ほど副町長より

御説明申し上げます。

次に、１３３ページをお開きいただきたい

と思います。

労働費でございます。総額は４,９０６万

９,０００円でございます。

１の労働対策事業費の中の業務等委託料の

雇用対策事業委託料１,５０１万１,０００円

の計上でございます。これにつきましては、

季節労働者を初め若年未就労者や熟年離職者

等に対する雇用対策として、新年度は公園施

設の補修、あるいは各小学校の小破修繕、遊

具等の補修等を拡大しまして、従来からの樹

木の剪定、道路清掃、除雪などにあわせまし

て、前年度より約５００万円増額させていた

だいてございます。

その欄の一番下、貸付金３,１００万円で

ございますが、これは、勤労者の住宅建設資

金貸し付けの原資として銀行へ預託するもの

で、原資の３倍枠まで融資されるものでござ

います。新年度は、新築は限度額５００万円

で２件を、リフォームの限度額は３００万円

で１件を見込み、継続分３０件分とあわせま

して計上させていただいたところでございま

す。

次に、１３５ページをお開きいただきたい

と思います。

農林水産業費でございます。総額は３億

７,３０６万２,０００円でございます。

このページの一番下の段になります。一般

事務費の業務等委託料、ＴＰＰ対策用啓発資

材等作成委託料３０万２,０００円でござい

ますが、環太平洋戦略的経済連携協定、いわ

ゆるＴＰＰ問題に対する啓発活動を行うた

め、のぼり旗及び看板等を作成するものでご

ざいます。

次に、１３７ページをお開きいただきたい

と思います。

２段目の一般事務費の一番下の欄になりま

す。補助金、てん菜作付奨励事業補助金８５

０万円の計上でございます。これにつきまし

ては、平成２３年度から戸別所得補償制度に

より国の支援が下がることや２年連続の不作

であったことなどから、てん菜の作付面積が

減少してきてございます。また、本町には製

糖工場があるほか運輸関連事業者も多く、て

ん菜の減産は工場の存続問題にもつながりか

ねないということから、さらに地域経済にも

大きな影響を及ぼすことも懸念されます。

こういったことから、畑作の輪作体系の中

で重要な作物としても考えまして、てん菜の

作付面積を維持及び拡大する農業者に対して

助成するものでございます。

その下の２、農業担い手確保育成事業費の

補助金、新規就農者等支援事業補助金８３６

万円でございますが、これは、新規就農者に

対する助成で、新年度から、制度の見直しに

よりまして、農業従事から５年以内で、機械

等の購入につきましては補助率を３分の２と

し、限度額を１００万円に改正し、農家子弟

及び新規参入者に対し支援するものでござい

ます。

また、制度による参入者２名、平成１８年

度からの継続者１１名、農地等賃借料補助が

６名、さらに、新規就農者が取得した農地の

固定資産税相当額の助成の経営安定補助金２

名分を見込んで計上いたしてございます。

次に、１３９ページをお開きいただきたい

と思います。

みらい農業センター費の中の機械器具とい

うことで５１万２,０００円を計上してござ

います。これにつきましては、アスパラの選

別機を購入するものでございます。
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この欄の下の補助金、新規就農予定者農業

実習支援事業補助金４８万円の計上でござい

ます。これにつきましては、新規でございま

して、継承方式による新規就農者受け入れの

ための助成で、民間の住宅を借りる家賃補助

と営農指導に対する助成を行うものでござい

ます。

次に、１４１ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどに３、牧野維持管理事業費の施設維

持管理等委託料、美幌峠牧場管理運営委託料

２,４３６万８,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、峠牧場の運営につ

きましては、預託牛の減少及び飼料の高騰等

により厳しい経営状況が続いていることか

ら、経営形態のあり方等について検討した結

果、公社運営の継続は困難であるとの判断に

より、今年度は公社職員２名を引き上げ、配

置がえしたことに伴いまして、昨年度に比べ

約９６０万円ほど減となってございます。

その下の一番下、５、美幌峠牧場給水施設

等整備事業費の工事請負費、峠牧場給水ポン

プ制御盤設備改修工事１,９２８万円につき

ましては、団体営の地域農業利水施設ストッ

プマネジメント事業により実施するものでご

ざいまして、工事内容につきましては、後ほ

ど副町長より御説明申し上げます。

次に、１４３ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の２、道営土地改良事業の負担金の

美幌豊高地区、その下の美幌美禽地区、その

下の美幌田中地区、この３地区につきまして

は、後ほど副町長より御説明申し上げます。

その下の美幌豊栄地区経営体育成基盤整備

事業、計画樹立業務負担金４１５万円の計上

でございますが、これは、新規の計画樹立に

係る分で、野崎、美富、豊幌、登栄、駒生の

一部の５地区の畑地帯担い手支援型の計画樹

立業務で、事業費８３０万円の５０％分を計

上させていただいてございます。

次に、１４５ページをお開きいただきたい

と思います。

この下の下の段の林業推進事業費の、まず

修繕料１４４万４,０００円でございます

が、これは、みどりの村の公園の管理塔の北

側にございます遊歩道の階段に設置してござ

います手すり４００メートルを改修するもの

でございます。

その下の業務等委託料の木質バイオマス資

源活用促進事業委託料２,５５２万６,０００

円につきましては、これもふるさと雇用再生

特別対策推進事業によりまして、森林整備に

伴って発生する残材を活用し、木質チップや

ペレットに加工し、公共施設等のペレットス

トーブやチップボイラー等に活用するなど実

証試験を行うため、平成２１年度から３カ年

の継続事業として実施するもので、新年度に

つきましては、７名で延べ１,６１０日間を

雇用し、雇用の確保と事業化に向けて委託す

るものでございます。

次に、１４７ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の補助金、町産材活用住宅助成事業

補助金１,２００万円につきましては、ＦＳ

Ｃ認証材を活用した新築または増改築をする

方へ建設費の一部について助成するもので、

今年度は流通経費の増嵩もありまして、１平

米当たり３万円から４万円に補助額を改正す

るとともに、限度額も７５万円から１００万

円に改めまして、１５棟を予定し、計上いた

してございます。

その下の積立金３万９,０００円につきま

しては、未来への森林づくり基金の利子の積

立金でございます。

次の段の森林施業計画認定等事業費の交付

金、森林整備地域活動支援交付金１,６５０

万円の計上でございますが、森林の所有者に

対し計画的に森林施業を適切に行えるよう支

援するもので、面積１ヘクタール当たり５,

０００円が交付されるものでございまして、

新年度は３,３００ヘクタールを予定してご

ざいます。

次に、１４９ページをごらんいただきたい

と思います。
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一番上の町有林造林事業費の上から２行

目、臨時職員賃金１,０３９万９,０００円で

ございます。これにつきましては、町有林の

枝打ち、下草刈り、林道の維持管理及び技術

指導等、緊急雇用創出推進事業によりまし

て、作業員３名の６ヶ月間と指導員１名５ヶ

月間を雇用し、町有林の健全な森林管理及び

雇用の促進を図るもので、従来からの臨時職

員１名とあわせまして計上させていただいて

ございます。

中ほどの業務等委託料、造林作業委託料

１,９１４万４,０００円につきましては、町

有林の造林に係る委託料で、新年度は除間伐

が１６.４４ヘクタール、造林が２８.０３ヘ

クタール、下草刈りが１８.２３ヘクタール

を実施するものでございます。

次に、１５１ページをお開きいただきたい

と思います。

○議長（小林 勲君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開は、１１時１５分といたします。

午前１１時０３分 休憩

────────────────

午前１１時１５分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

順次、提案者からの説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、商工

費から説明を続けさせていただきます。

商工費で、総額は３億９,４５７万２,００

０円でございます。

一番上の商工総務推進事業費の下の欄にな

ります業務委託料、太陽光発電システム設置

モニター委託料２００万円でございますが、

太陽光発電システムの一般家庭への普及促進

のため、モニターを条件に、１件当たり１０

万円を限度として助成するもので、今年度は

２０件を予定して計上してございます。

次に、商工振興推進事業費の補助金、東北

海道商工会議所連絡協議会補助金１５万円の

計上でございます。これにつきましては、本

年５月、東北海道の商工会議所連絡協議会が

美幌町で開催され、その記念講演会に対して

助成するものでございます。

次の２、商店街活性化事業費の補助金の、

真ん中になります、町内消費拡大セール事業

補助金７５０万円でございますが、これは、

昨年も実施いたしましたプレミアムつきプリ

ペイドカードチャージ事業でございまして、

新年度も１万円のスマッピーカードに３,０

００円のプレミアムを加算し、２,５００枚

限定で発行するものでございます。

一番下の段になります。観光振興事業費の

業務等委託料、エコハウス体験交流事業等業

務委託料１,０３４万５,０００円でございま

すが、これにつきましては、緊急雇用創出推

進事業によりまして、エコハウスの運営と地

域生活体験「ちょっと暮らし」や移住・定住

の対応等相談員１名を１年間雇用するもの

と、施設管理作業員１名を１年間、さらに、

指導者１名を６カ月雇用し、積極的な情報提

供とＰＲ・宣伝活動を実施していくものでご

ざいます。

次に、１５３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の中ほどに補助金、観光物産協会補

助金８９５万５,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、地域特産品の開発

として現在取り組んでございます美幌で生産

する豚を使った肉醤によるしょうゆの開発及

び美幌豚のブランド化に向けた支援として、

昨年度より６０万円ほど増額計上させていた

だいてございます。

次の欄の３、観光宣伝対策事業費の業務等

委託料、観光調査・観光案内業務委託料の５

２８万２,０００円の計上でございます。こ

れにつきましても、緊急雇用創出推進事業に

よりまして、美幌峠レストハウスでの観光案

内、観光調査、外国人観光客受け入れのため

の人材育成、さらには研修会、外国語のパン

フレット等を活用した観光案内のため、４名

を５カ月間雇用する分として３６３万７,０

００円、もう一つは、これも国のふるさと雇
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用再生特別対策事業によりまして、美幌駅構

内において、美幌を訪れた観光客に対し、き

め細かな観光案内と情報発信や美幌の特産品

のＰＲをするため、１名、１年間雇用する分

として１６４万５,０００円をあわせて計上

させていただいてございます。

その下の４、観光施設維持管理事業費の修

繕料２９７万８,０００円でございますが、

これは、ターミナル物産センターの屋根防水

修繕として１７７万円、さらに、美幌峠レス

トハウス交流促進センターの小破修繕に係る

分の修繕料でございます。

次に、１５５ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の上から３行目、工事請負費、交流

促進センター施設改修工事９０３万６,００

０円でございます。これにつきましては、峠

の湯の１階南側の屋根塗装工事分として３２

２万９,０００円、同じく１階南側の軒天改

修工事として５８０万７,０００円の計上で

ございます。

その下の負担金、峠レストハウス維持管理

等負担金６６万２,０００円の計上でござい

ますが、これにつきましては、美幌峠レスト

ハウスの正面入り口の傾斜地に観光客の安全

対策としてゴムマットを敷設するもので、工

事費の２分の１について負担するものでござ

います。

その下の５、イベント推進事業費の補助金

の一番下、納涼花火大会補助金７５万円でご

ざいますが、これは、美幌小学校グラウンド

において、８月の盆踊りにあわせて実施いた

します花火大会の開催に対する補助でござい

ます。

次の段の下の２、消費者生活支援事業費の

一番下、庁用備品１０１万円の計上でござい

ます。これにつきましては、事務室の老朽化

に伴います石油ストーブ２台と会議用テーブ

ル１６台を更新するものでございます。

次に、１５７ページをお開きいただきたい

と思います。

土木費でございます。総額は８億８,７２

５万５,０００円でございます。

上から２段目になります。一般事務費、業

務等委託料、道路台帳修正業務委託料１７７

万５,０００円の計上でございます。これに

つきましては、平成２２年度に整備いたしま

した町道及び道道関連工事に伴う１６路線の

道路台帳の整備でございます。

その下の１、道路橋梁維持管理事業費の、

３行目になります、臨時職員賃金２,５８４

万５,０００円でございますが、道路維持管

理作業員９名のほかに、国の緊急雇用創出推

進事業により、道路の維持管理、道路側溝の

しゅんせつ、草刈り、樹木の剪定等のため、

３名の臨時職員を６カ月間雇用する分として

３４２万８,０００円を含み計上いたしてご

ざいます。

その下の下から５行目、業務等委託料の下

から２行目になります。橋梁長寿命化修繕計

画点検委託料６００万円の計上でございます

が、今後の橋梁における修繕及び整備計画を

策定するため、平成２３年度は橋長が１５

メートル以下の橋６６橋を点検調査するもの

でございます。

次に、１５９ページをお開きいただきたい

と思います。

上から５行目、工事請負費、横断管渠布設

替補償工事４６０万円でございます。これに

つきましては、道道北見端野美幌線、これ

は、国道３９号線から南側に向かって、リ

リー山スキー場入り口からみどりの村の駐車

場の手前までになりますが、道道の歩道造成

工事のため、道路を横断しております管渠６

カ所について移設するもので、全額補償費で

実施するものでございます。

その欄の２、除雪対策事業費の臨時職員賃

金２,０５６万９,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、除雪作業員９名の

ほかに、緊急雇用創出推進事業によりまし

て、高齢者等の間口除雪実証試験事業の置き

雪対策として、間口の除雪及び除雪の実施調

査等のため、臨時職員１名、４ヶ月間を雇用

する分として、７８万円を含み計上させてい
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ただいてございます。

次に、１６１ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。道路新設改良事

業費の実施設計等委託料、第１２１号道路実

施設計等委託料３８０万円につきましては、

駒生川河川改修に伴いまして、クレードル食

品から国道２４３号線を越えた北側の町道第

１２１号道路の未改良区間の整備で、新年度

は実施設計、用地確定測量、補償物件の調査

を実施するものでございます。

一つ飛びまして、工事請負費の町道整備工

事の１億６,２６０万円と、次の２、第１３

１号道路外３改良舗装事業費の工事請負費

４,８８４万１,０００円につきましては、後

ほど副町長より工事内容等について御説明申

し上げます。

次に、１６３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。公園維持管理事

業費の臨時職員賃金６３７万９,０００円で

ございますが、これにつきましては、公園作

業員２名のほかに、これも国の緊急雇用創出

推進事業によりまして、公園のトイレ清掃、

草刈り、遊具の点検等のため、臨時職員１

名、６カ月分として１１４万３,０００円を

あわせて計上させていただいております。

中ほどに業務等委託料の公園長寿命化調査

委託料５８５万円の計上でございます。これ

につきましては、公園の遊具やトイレ等の施

設の点検を行い、今後の公園整備に係る計画

を策定するための調査委託でございます。

この下の下から２行目、庁用備品１３３万

円の計上でございますが、これは、仲町北公

園及び三橋南公園の簡易水洗トイレを設置す

るものでございます。

一番下の公共下水道繰出事業費、繰出金、

公共下水道特別会計繰出金３億８３４万４,

０００円でございますが、雨水処理経費や地

方債の元利償還金、水洗便所普及費や汚水処

理に係る負担金等を一般会計から繰り出すも

のでございます。

次に、１６５ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の一番下の補助金、住宅リフォーム

促進補助金１,５００万円の計上でございま

す。これにつきましては、住宅を改修する方

に対し、その住宅が建設後５年以上経過した

もので、その住宅に居住し、町税等の滞納が

ないことを条件に助成するもので、対象工事

費は５０万円以上で、補助額は工事費の２０

％以内、限度額につきましては５０万円であ

ります。新年度につきましては、３０件を見

込んで計上させていただいてございます。

その下の住宅耐震改修補助金１５０万円の

計上でございます。これにつきましては、既

存住宅の耐震改修工事を実施する方への助成

で、昭和５６年５月３１日以前に建設された

住宅で、その住宅に居住し、町税等の滞納が

ないことを条件に、工事費が２０万円未満の

場合は全額、２０万円以上２００万円未満の

場合は２０万円、２００万円以上の場合は３

０万円を限度として助成するもので、５件を

予定して計上させていただいております。

次の欄の住宅維持管理事業費の、中ほどで

電波障害共聴施設撤去委託料３５４万３,０

００円を計上させていただいてございます。

これにつきましては、地デジ放送開始に伴い

まして、南団地、三橋南団地、仲町団地、美

富団地の４カ所の電波障害のための共聴施設

の撤去を委託するものでございます。

その下の、二つ飛びまして補償金４万９,

０００円の計上でございますが、これは、公

営住宅の電波障害共聴施設撤去によります受

信電波の弱い家庭に対する電波を増幅する

ブースターを設置するもので、２件分を見込

んでいるものでございます。それと、強制執

行に係る予納金として１,０００円を計上い

たしてございます。

その下の償還金利子及び割引料の２０５万

円につきましては、町営住宅退去者に対する

敷金還付金で、５０件分を見込んでございま

す。

その下の積立金１５７万５,０００円につ
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きましては、町営住宅入居者の２カ月分の敷

金について、新年度５０件分を見込み、敷金

基金へ積み立てするものでございます。

次に、１６７ページをお開きいただきたい

と思います。

消防費で、総額は４億６,６７８万１,００

０円でございます。この内容につきまして

は、後ほど副町長より御説明申し上げます。

次に、１６９ページをお開きいただきたい

と思います。

教育費でございます。総額は１５億７,１

１５万７,０００円でございます。

上から２段目になります。事務局費の一番

下、積立金４,０００円につきましては、学

校施設整備基金利子の積み立てでございま

す。

一番下の欄の教育振興事業費の二つ目、嘱

託職員賃金７３９万８,０００円の計上でご

ざいますが、これは、教育専門相談員１名及

び不登校問題専門員１名のほかに、新規に学

校におけます教育課程、学習指導要領、その

他学校教育に関する専門的事項の指導を行う

指導主事を配置するもので、２３８万６,０

００円の増となってございます。

次に、１７１ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの上の段の下のほうに、補助

金、旭小学校開校３０周年記念事業補助金５

５万円と、一つ飛びまして、福豊小学校開校

１００周年記念事業補助金５０万円の計上で

ございますが、これにつきましては、周年記

念の記念誌発行に要する経費の一部について

助成するものでございます。

次に、１７３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番下の段になります。１、学校管理事業

費の３行目、人夫賃等の４１８万１,０００

円でございますが、これは、各小学校のプー

ルの管理人の賃金のほか、小学校の事務生の

正職員１名と臨時職員１名の退職によりまし

てパート化を図るもので、臨時職員の賃金か

ら人夫賃へ組みかえにより、昨年度より１４

１万６,０００円の増となってございます。

一つ飛びまして、消耗品の１,４８６万３,

０００円の計上でございますが、これにつき

ましては、学校配当及び事務局用の消耗品の

ほかに、平成２３年度の教科書の改訂に伴う

教師用指導図書の分として７７３万円を計上

させていただいてございます。

次に、１７５ページでございます。

上の段の中ほどに電波障害共聴施設撤去委

託料３０４万５,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、地デジ放送開始に

よりまして、電波障害のために設置しており

ました美幌小学校及び東陽小学校の共聴施設

を撤去するものでございます。

その欄の下から６行目、教育備品４６万

９,０００円の計上でございます。これにつ

きましては、東陽小学校の紙折機の更新と福

豊小学校の会議用テーブル５台を購入するも

のでございます。

このページの一番下、特別支援学級事業

費、人夫賃等６１９万５,０００円の計上に

つきましては、学校生活支援のため介護員の

賃金で、美小が２名、東陽小学校が１名、旭

小学校は２名の計５名の賃金でございます。

次に、１７７ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。学校管理事業費

の人夫賃等７０万８,０００円の計上でござ

います。これにつきましては、北中学校の臨

時事務生の退職に伴いましてパート化を図っ

たことから、臨時職員賃金から人夫賃へ組み

かえ、計上させていただいたものでございま

す。

次に、中ほどに修繕料６６４万９,０００

円の計上でございます。これにつきまして

は、通常の学校施設修繕に加えまして、美中

が美幌高校へ移転するため、美幌高校のプー

ルを弓道場に改修する分として約２００万

円、その他移転に伴う小破修繕として２００

万円のほか、学校案内三角看板の修繕として

１７万４,０００円を見込み計上してござい

ます。
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それから、４行下がりまして業務等委託料

の美幌中学校校舎移転業務委託料４４９万

９,０００円につきましては、美中の移転に

伴う教材、備品等の運搬作業に係る委託料で

ございます。

その下の美幌中学校記念碑移設業務委託料

１０４万５,０００円につきましては、現在

の校舎の前庭及び美中坂の下にございます記

念碑の移設に係る委託料でございます。

その下の美幌中学校コンピューター移設業

務委託料１１７万６,０００円につきまして

は、美中の移転に伴うコンピューター教室及

び教師用のコンピューターの移設に係る委託

料でございます。

次に、１７９ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の中ほどに工事請負費、美幌中学校

移転改修工事２,５５０万円と、その下の美

幌中学校グラウンド天然芝生化新設工事３,

１７４万４,０００円の計上でございます

が、これにつきましては、後ほど副町長より

工事内容等について御説明申し上げます。

一つ飛びまして、機械器具３５５万４,０

００円の計上でございますが、これは、美中

の移転に伴いまして、芝刈り用トラクター１

台及び附属アタッチメントの作業機を購入す

る分と、屋外物置２棟を購入するものでござ

います。

その下の教育備品４０７万９,０００円で

ございますが、これも同様、美中の移転に伴

う木工工作で８台、教材棚４台、サッカー

ゴール等の教育備品の整備を行うものでござ

います。

下から２段目の教育振興事業費の２行目、

教育備品１,５００万円でございます。これ

につきましては、美幌中学校の教育用コン

ピューターの平成１４年に導入しました２１

台の更新分として５７９万８,０００円、そ

れから、新学習指導要領に基づく音楽教材と

しての琴を３５台購入する分と、さらに、体

育教材として、柔道の畳７２枚分、さらに、

運搬車、滑りどめネット等で７０２万２,０

００円、その他楽器等で２００万円を計上さ

せていただいてございます。

一番下の特別支援学級事業費の人夫賃等１

２８万４,０００円でございますが、北中学

校における学校生活支援のための介助員の賃

金でございます。

次に、１８１ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの一番下の欄になります。３、

（仮称）文化ホール整備事業費、事務事業協

力報償１１万６,０００円の計上でございま

すが、文化ホールの愛称募集当選者に係る記

念品及びオープニング事業に係る指導の報償

でございます。

次に、１８３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上、（仮称）文化ホール建設工事監理

業務委託料７３８万２,０００円及び工事請

負費８億１,１４０万２,０００円につきまし

ては、昨年度から着手しております文化ホー

ルの建設事業費でございます。

なお、工事につきましては平成２４年６月

に完成を予定しておりますが、外構工事が

残っておりますので、１１月オープンを予定

しているところでございます。

その下の積立金２９０万９,０００円につ

きましては、教育文化会館建設基金の利子の

積立金でございます。

次の段の一番下になります。３、成人教育

事業費、各種行事報償７７万７,０００円の

計上でございますが、これにつきましては、

幼稚園の家庭教育学級、家庭教育セミナー、

フレッシュママセミナー、マナビティーセン

ター講座、女性学級のほか、新年度より、地

域活動の中心的な役割を担っていただく女性

リーダーを養成するために、東京にあります

国立女性教育会館に２名の方を女性リーダー

国内研修に派遣する分として２０万円を上積

み計上させていただいてございます。

次に、１８５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページにつきましては、昨年度と大き
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く変わりありませんので、次に、１８７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

中ほどの２、施設維持管理事業費の修繕料

１０４万１,０００円の計上でございます。

これにつきましては、図書館の屋根の破風漏

水修繕で６１万８,０００円、さらに、玄関

の階段ポーチをゴムマットへ張りかえするも

ので２４万２,０００円、さらに、非常口誘

導灯の修繕で８万１,０００円の計上をさせ

ていただいてございます。

次に、１８９ページをお開きいただきたい

と思います。

博物館運営事業費でございまして、嘱託職

員賃金７６２万３,０００円の計上でござい

ます。これにつきましては、博物館における

専門職補助員１名と施設管理職員１名に加え

まして、新年度は、館長の退職に伴いまして

嘱託職員としたことにより、昨年度より増と

なってございます。

次に、１９１ページをお開きいただきたい

と思います。

２段目になります。文化財保護事業費の人

夫賃等１,１４０万２,０００円の計上でござ

います。これにつきましては、各種開発行為

に係る予備調査のほか、新年度は道営畑総の

田中地区の予備調査及び高野第３遺跡の発掘

調査を実施するための人夫賃の計上でござい

ます。

その下の中ほどにございます業務等委託料

の文化財指定樹木保全作業委託料６９万９,

０００円の計上でございます。これにつきま

しては、美幌町の文化財に指定されておりま

す美幌小学校のカシワの木について、樹木医

によります保全修繕を行うものでございま

す。

次に、１９３ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどの負担金の２段目になります。１０

０㎞デュアスロン大会負担金２００万円の計

上でございますが、新年度は第２５回目を迎

えますが、自転車産業協会の助成金がなく

なったことによりまして、２０万円の増と

なってございます。

その下、補助金のうち道ラージボール卓球

大会補助金１０万円につきましては、第１２

回北海道ラージボール卓球大会が本年９月２

４日から２５日に美幌町スポーツセンターで

開催され、選手約２００名、役員関係者５０

名が来町することとなっております。その運

営の一部について助成するものでございま

す。

その下の高松宮賜杯第５５回全日本軟式野

球大会北北海道大会補助金２１万円の計上で

ございますが、これも、本年７月８日から１

１日に、網走市、美幌町、津別町を会場とし

て開催されるもので、２９チームが参加し、

関係者を含め約６００名でございます。本町

では６試合を予定し、その運営の一部に助成

をするものでございます。

このページの一番下の屋内体育施設維持管

理事業費の４,７０１万２,０００円につきま

しては、昨年度はＢ＆Ｇ海洋センターの上屋

の塗装及びプール槽の改修と木質ペレットボ

イラー設置工事を実施したため、前年度より

約４,００９万円ほど減となってございま

す。

次に、１９５ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどに教育備品２２万９,０００円とご

ざいます。これにつきましては、トレーニン

グセンターのインプレスベンチの更新を行う

ものでございます。

その下の２、屋外体育施設維持管理事業費

の２行目、臨時職員賃金８９３万２,０００

円の計上でございますが、これは、パークゴ

ルフ場の発券業務について、委託へ移行した

ことにより約１３０万円ほど減となってござ

います。

次に、１９７ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の中ほどに野球場等管理委託料１１

６万４,０００円、その下のパークゴルフ場

管理業務委託料５５３万５,０００円とあり

ますが、これは、先ほど申し上げましたよう
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に、発券業務の移行と草刈り業務について、

２名体制から３名体制として、新年度から野

球場の管理委託とパークゴルフ場の管理業務

委託を分けて計上させていただいておりま

す。

次に、１９９ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２行目の施設維持管理事業費の下か

ら３行目でございます。庁用備品７３５万円

の計上でございます。これは、給食センター

の蒸し焼き機のコンビスチーマー２台の更新

を行うものでございます。

次に、２０１ページをお開きいただきたい

と思います。

公債費でございます。公債費の残高につき

ましては、平成２２年度末で１１７億５,５

０４万９,０００円で、今年度の償還額が１

３億５,０９７万円で、さらに借入額は７億

４,０９０万円ですので、平成２３年度末の

残高は１１１億４,４９７万９,０００円とな

る見込みでございます。今年度の償還金利子

及び割引料につきましては、１３億５,０９

７万円を計上させていただいてございます。

その下の町債利子償還金につきましては、

２億９６１万７,０００円でございます。ま

た、一時借入金としましては、１００万円を

計上させていただいてございます。

一番下の手数料につきましては、市町村共

済組合が引受先となりました登録債借り入れ

の事務手数料でございます。

次に、２０３ページをお開きいただきたい

と思います。

職員給与費でございます。総額１３億９,

３３６万４,０００円でございます。

特別職給与の２,２７３万２,０００円につ

きましては、町長、副町長、英語指導助手

（ＡＥＴ）３名の給与でございます。また、

一般職給につきましては、教育長を含めまし

て、昨年度と同じ１６５名分を計上させてい

ただいてございます。

次に、２０５ページをお開きいただきたい

と思います。

予備費でございますが、前年度同様１００

万円を計上いたしてございます。

それでは、次に、歳入について御説明申し

上げますので、１８ページ、１９ページをお

開きいただきたいと思います。

まず、町税でございます。前年度より１,

８１８万９,０００円の増の２１億５,００７

万８,０００円、率にしまして０.９％の伸び

で計上いたしてございます。

まず、個人町民税でございますが、農業所

得につきましては、一昨年と同水準の収入を

見込んでございますが、当初予算ベースの比

較では前年度より大きな伸びとなってござい

ます。

一方、給与所得は、依然景気の低迷による

雇用状況の悪化から大きく減少してございま

して、営業や不動産関係におきましても減少

している状況にございます。

したがいまして、滞納繰越分を含めた個人

町民税全体では、前年度より１,９５６万１,

０００円の減の７億９,３９２万円を見込ん

だところでございます。

次の法人町民税につきましては、均等割で

は郵政事業会社の従業員数の増に伴いまし

て、均等割が一番高い９号法人へ移行したこ

とに伴いまして、２４６万９,０００円の増

となってございます。

税割につきましては、景気低迷により、建

設業関係、小売・卸売業、自動車関係が減少

を見込んでございましたが、保険・金融関係

が大きな伸びを示していることから、滞納繰

越分を含めた全体では、前年度より２,１１

０万１,０００円増の１億３,００５万８,０

００円を見込んだところでございます。

次に、固定資産税でございますが、まず、

土地につきましては、地価下落もあり、前年

度より３５６万７,０００円減の１億９,９７

８万７,０００円を見込み、家屋は、新造分

の増等により、前年度より５７４万２,００

０円増の４億７,６８４万９,０００円を、償

却資産税につきましては、食品及び農産加工

関連の設備投資等によりまして、前年度より
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７５４万２,０００円増の１億９,４４７万

５,０００円を見込みました。さらに、滞納

繰越分を受けた全体では、前年度より１,０

１９万４,０００円増の８億７,９５７万２,

０００円を計上させていただいたところでご

ざいます。

次の国有資産等所在市町村交付金でござい

ますが、これは、国や都道府県が市町村に土

地・建物等を所有していても固定資産税が非

課税であることから、そのかわりに交付金と

して交付されるものでございまして、新年度

は１,７１１万３,０００円を計上させていた

だいたところでございます。

次に、軽自動車税でございますが、特に４

輪乗用が増加したことに伴いまして、全体で

前年度より１４４万３,０００円増の４,２４

７万３,０００円を見込み計上いたしたとこ

ろでございます。

次に、たばこ税でございますが、昨年の１

０月より税率が４０％アップしたため、大幅

な減少が見込まれると予定してございました

が、税率アップの幅が大きいこともあり、税

収自体は大きく落ち込みがなかったという実

績を見込みまして、新年度は１億５,８５７

万７,０００円を計上させていただいたとこ

ろでございます。

次に、都市計画税につきましては、土地に

つきましては地価下落によります時点修正に

より減少し、家屋につきましては若干の伸び

により増を見込み、全体では１億２,８３６

万５,０００円を見込み計上させていただい

たところでございます。

次に、２１ページをお開きいただきたいと

思います。

地方譲与税でございます。

まず、地方揮発油譲与税の４,５００万円

の計上につきましては、地方揮発油税の４２

％について、市町村道の道路延長及び面積で

案分し、贈与されるものでございます。

次の自動車重量譲与税１億９００万円の計

上でございますが、自動車重量税の１,００

０分の４０７について、市町村道の道路延長

及び面積に案分して譲与されるもので、前年

度より１,２６０万円減の１億９００万円を

見込み計上させていただいたところでござい

ます。

その下の航空機燃料譲与税につきまして

は、航空機の騒音等による障害の防止対策等

に充てるため、航空関係市町村に譲与される

ものでありますが、今年度から平成２５年ま

での間、税率の引き下げに伴い、譲与割合が

１３分の２から９分の２に引き下げられたこ

とから５万円を見込み計上いたしたところで

ございます。

その下の地方道路譲与税の１,０００円に

つきましては、平成２１年度から道路特定財

源の一般財源化に伴いまして、地方道路譲与

税の名称が地方揮発油譲与税に改められたこ

とに伴いまして、この改正前の過年度分につ

いての譲与に対する科目設定でございます。

次に、２３ページをお開きいただきたいと

思います。

利子割交付金でございます。道民税の利子

割額の９５％の５分の３に相当する額を市町

村の個人道民税の額で案分して交付されるも

ので、今年度は５９０万円を見込んでござい

ます。

次に、２５ページをお開きいただきたいと

思います。

配当割交付金。これは、個人に係る一定の

上場株式の配当に対し、特別徴収されました

税額の５分の３相当額が交付されるものでご

ざいまして、今年度は１００万円を見込んで

ございます。

次に、２７ページをお開きいただきたいと

思います。

株式等譲渡所得割交付金でございます。こ

れにつきましては、個人の所得税において、

源泉徴収を選択した特定口座における株式等

譲渡所得に対し、特別徴収される税額の５分

の３相当額が交付されるもので、今年度は７

０万円を見込み計上いたしたところでござい

ます。

次に、２９ページでございます。
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地方消費税交付金でございます。これにつ

きましては、地方消費税は、流通段階では最

終的な消費地を把握することができないこと

から、都道府県間におきまして、消費に関連

した基準に基づき精算を行うこととされてご

ざいます。この精算を行った後の金額に２分

の１に相当する額を市町村の人口及び従業者

数で案分して交付されるものでございまし

て、今年度は２億２,５００万円を見込み計

上させていただいたところでございます。

次に、３１ページをお開きいただきたいと

思います。

自動車取得税交付金でございます。自動車

取得税の９５％の１０分の７相当額を市町村

の道路延長及び面積に案分して交付されるも

のでございまして、今年度は昨年と同じ２,

６７０万円を見込み計上いたしたところでご

ざいます。

次に、３３ページをお開きいただきたいと

思います。

国有提供施設等所在市町村助成交付金でご

ざいます。これは、基地交付金とも言われる

もので、自衛隊が使用します演習場、弾薬

庫、燃料庫に要する土地、建物及び工作物等

の固定資産に対しまして、市町村の財政状況

を考慮して交付されるもので、今年度は６５

万円を見込んだところでございます。

次に、３５ページをお開きいただきたいと

思います。

地方特例交付金でございます。この交付金

には三つの項目がございます。

まず１点目は、児童手当制度の拡充及び子

ども手当の創設に伴いまして、地方負担の増

加に対し交付されるもので、児童手当制度の

拡充対象児童数並びに子ども手当の対象人数

を基礎として交付される児童手当及び子ども

手当特例交付金で、１,７５０万円を見込ん

でございます。

２点目は、平成１８年度の税制改正に係る

住宅借入金等特例税額控除につきまして、所

得税から住民税への税源移譲によりまして、

所得税で控除し切れない税額控除額を住民税

から控除することとなった減収分の補てんと

して交付されるもので、今年度は５６０万円

を見込んでございます。

もう１点、３点目でございますが、これ

は、平成２１年度から自動車取得税における

低燃費や低公害車等の税率軽減措置に対しま

して減収補てんするもので、今年度は８１０

万円を見込み、合計で３,１２０万円を見込

み計上いたしたところでございます。

次に、３７ページをお開きいただきたいと

思います。

地方交付税でございますが、新年度は地域

活性化・雇用等対策費が新たに計上されたこ

とに伴い、平成２２年に創設されました雇用

対策・地域資源活用臨時特例費を雇用対策・

地域資源活用推進費として平成２５年まで措

置されることになりました。また、交付税算

定の基礎となる単位費用の改正、さらには地

方交付税の算定方法の見直しの一環として、

交付税総額における特別交付税の割合を６％

から平成２３年度は５％に、平成２４年度は

４％と段階的に引き下げ、その部分を普通交

付税に移行するなどの見直しもあり、本年度

は普通交付税を３７億７,０００万円、特別

交付税を７,０００万円、合計３８億４,００

０万円を見込み計上いたしたところでござい

ます。

次に、３９ページをお開きいただきたいと

思います。

交通安全対策特別交付金でございます。こ

れは、交通反則金から事務費を除いた額を交

通事故の発生件数及び人口集中地区人口によ

り算定交付されるもので、今年度は３９０万

円を見込んだところでございます。

次に、４１ページをお開きいただきたいと

思います。

分担金及び負担金で、総額７,４３１万６,

０００円でございます。

まず、一番上の畑かん事業受益地分担金３

０４万７,０００円でございますが、これ

は、古梅ダムの畑かんに係る１０アール当た

り２５０円の分担金でございます。
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その下の美幌豊高地区と美幌美禽地区、美

幌田中地区、この３地区につきましては、道

営土地改良事業に係る受益者の分担金で、事

業費の７.５％分でございます。

次の社会福祉費負担金の美瑛福祉入所者負

担金２３７万７,０００円につきましては、

入所者６名分の負担金でございます。

その下の老人福祉施設入所者等負担金９３

３万４,０００円につきましては、町外の施

設に入所しています１６名分からの負担分で

ございます。

その下の美幌地域３町障害程度区分認定等

審査会負担金２０５万２,０００円につきま

しては、美幌、津別、大空町の３町で実施し

ております審査会の事務費の負担金で、津別

町が２５.１６％、大空町が２５.６７％の負

担金でございます。

次の児童福祉費負担金の３,３５８万１,０

００円につきましては、美幌及び東陽保育園

の保育料並びに子ども発達支援センター、児

童デイサービスの利用者の負担金でございま

す。

○議長（小林 勲君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開は、１３時１５分といたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 １時１６分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

順次、提案者からの説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 午前中に引き続

きまして説明させていただきます。

４３ページをお開きいただきたいと思いま

す。

使用料及び手数料でございます。総額２億

９,４６１万９,０００円でございます。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わりありませんので、次に４５ページを

お開きいただきたいと思います。

このページの真ん中の衛生手数料の清掃手

数料の一番下になりますごみ処理手数料５,

７６９万５,０００円でございますが、この

ごみ処理手数料につきましては、収集ごみ及

び直接搬入分の増加に伴いまして、前年度よ

り約５１０万円ほど増となってございます。

次に、４７ページをお開きいただきたいと

思います。

国庫支出金でございますが、各種国の制度

や事業実施に伴います負担金及び補助金等交

付金で、総額８億２,７７４万３,０００円で

ございます。

上から２段目の子ども手当負担金２億８,

１２５万９,０００円の計上でございます

が、この部分につきましては、昨年度より約

９,０００万円の増となってございます。

その下の総務管理費補助金、社会資本整備

総合交付金の１０５万６,０００円につきま

しては、町民会館の耐震診断に係る補助金で

ございます。

次に、林業費補助金の下の段の社会資本整

備総合交付金６００万円につきましては、町

産材活用住宅助成に対する補助金でございま

す。

その下の社会資本整備総合交付金９０万円

につきましては、太陽光発電システム設置モ

ニターに対する補助でございます。

その下の段の道路橋梁費補助金の社会資本

整備総合交付金につきましては３００万円で

ございますが、橋梁長寿命化修繕計画点検委

託に係る補助金でございます。

その下の社会資本整備総合交付金２９２万

５,０００円につきましては、公園の長寿命

化調査委託に係る補助金でございます。

その下の社会資本整備総合交付金２,４８

３万７,０００円につきましては、公営住宅

の低所得者に対する家賃補助でございます。

下から２行目になります。中学校費補助

金、安全・安心な学校づくり交付金８１６万

６,０００円につきましては、美幌中学校移

転に係る校舎改修に対する補助でございま

す。

次に、４９ページをお開きいただきたいと
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思います。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わってございません。

次に、５１ページをお開きいただきたいと

思います。

道支出金でございますが、これも国庫支出

金と同様、各制度や事業実施に伴います負担

金及び補助金並びに委託金で、総額は６億

４,４７７万６,０００円でございます。

これも上から２段目になります。子ども手

当負担金３,６６５万１,０００円でございま

すが、道の負担金で前年度より８９５万９,

０００円の増となってございます。

その下の駒生川関連改修工事負担金１億

１,８４７万６,０００円でございますが、こ

れは、駒生川の河川改修に伴います第７号橋

のかけかえ工事と第６号橋に係る落差工の建

設工事、それに事務費に係る負担金でござい

ます。

それから、中ほどに統計調査費補助金、地

籍調査事業費補助金１,１２５万円の計上で

ございますが、これは、地籍の電算化に伴い

ます数値情報化補助金でございます。

次に、５３ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上でございますが、子宮頸がん等ワク

チン接種緊急促進事業補助金１,４４４万２,

０００円でございますが、子宮頸がん、ヒブ

ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接

種に係る補助金でございます。

上から３段目になります林業費補助金のふ

るさと雇用再生特別対策推進事業補助金２,

５５２万６,０００円でございますが、町有

林の残材を活用し、木質ペレットやチップ材

の製造化の実証試験を行うもので、７名の雇

用と機械の借り上げに伴う補助でございま

す。

その下の段の真ん中でございます。ふるさ

と雇用再生特別対策推進事業費補助金１６４

万５,０００円につきましては、観光案内所

での１名の雇用に対する補助でございます。

それから、３段飛びまして、社会教育費補

助金の地域づくり総合交付金３８０万円でご

ざいますが、これにつきましては、埋蔵文化

財発掘調査に係る交付金でございます。

次に、５５ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましては、前年度と大き

く変わりございません。

次に、５７ページでございます。

財産収入でございますが、土地や建物等の

財産貸付収入として１,９２０万４,０００円

を、さらに、利子及び配当金で１,２４７万

９,０００円を見込み計上いたしてございま

す。

一番上の貸家料１,４８４万５,０００円に

つきましては、職員及び教員住宅の賃貸料で

ございます。

それから、その下の貸地料４３５万９,０

００円につきましては、道警あるいは北電等

への町有地の貸付料でございます。

下から３段目になります。立木売払収入、

一般林売払代８００万１,０００円につきま

しては、美和、栄森、豊富、古梅の町有林の

皆伐１５.５６ヘクタール、素材売り払い２.

２ヘクタール分の立木売払収入でございま

す。

一番下の生産品売払収入につきましては、

みらい農業センターの生産品の売払収入の見

込みでございます。

次に、５９ページをお開きいただきたいと

思います。

寄附金でございますが、これは科目設定で

ございます。

次に、６１ページをお開きいただきたいと

思います。

繰入金でございますが、各種事務事業の財

源の一部について、それぞれの基金から繰り

入れするもので、総額で７億２,７３０万３,

０００円を見込み計上いたしたところでござ

います。

なお、今年度は（仮称）文化ホール建設の

ため、教育文化会館建設基金を５億８,４４

３万１,０００円繰り入れることで計上して
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ございますので、昨年より大きく繰入金が伸

びてございます。

次に、６３ページをお開きいただきたいと

思います。

繰越金でございますが、平成２２年度の繰

越額を１,０００万円として計上いたしたと

ころでございます。

次に、６５ページでございます。

諸収入でございますが、ただいま御説明申

し上げてきました各費目に該当しない収入に

ついて、この諸収入に計上してございます。

今年度は総額で５億２,０４０万円を見込み

計上いたしたところでございます。

このページは昨年度と大きく変わりござい

ませんので、６７ページをお開きいただきた

いと思います。

雑入でございます。中ほどにスポーツ振興

くじ助成金２,３７３万３,０００円の計上で

ございます。これは、美幌中学校移転に伴う

グラウンドの天然芝生化新設工事及び芝刈り

機械等の購入に対するサッカーくじｔｏｔｏ

の収益金による助成金でございます。

その下、８行目、持続的農業・農村づくり

促進特別対策事業推進交付金１,９７２万５,

０００円の計上でございます。これにつきま

しては、道営土地改良事業の美禽地区、豊高

地区、田中地区に係るパワーアップ分で、土

地連から交付されるものでございます。

その下、三つ飛びまして移転等補償費の４

６０万円の計上でございます。これにつきま

しては、道道北見端野美幌線の歩道造成に係

る横断管渠の布設替えに係る補償費でござい

ます。

次に、６９ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わりございません。

次に、７１ページをお開きいただきたいと

思います。

町債でございます。総額７億４,０９０万

円の計上でございますが、先ほど第３表の地

方債のところで御説明申し上げましたので、

内容等につきましては省略させていただきま

す。

以上、平成２３年度の一般会計予算につき

まして御説明申し上げましたので、よろしく

お願いいたします。

○議長（小林 勲君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） それでは、私のほ

うから主要事業について御説明をさせていた

だきます。

初めに、予算の参考資料の６１ページをお

開きいただきたいと思います。

４、国・道・団体営土地改良事業計画概要

についてでございます。

まず、一つ目の道営担い手畑地帯総合整備

事業でありますが、美幌豊高地区につきまし

ては、区域が豊岡、高野、美禽で、今年度が

最終となる継続事業でございます。事業内容

については、ＪＡが行う畑等面の整備でござ

います。今年度の事業内容でありますけれど

も、区画整理、暗渠排水、客土の事業を行う

ものでございます。

次に、２番目の経営体育成基盤整備事業に

ついてですが、この事業は平成１５年度に創

設されたもので、従来あった圃場整備事業と

土地改良総合整備事業を廃止、統合したもの

であります。区域は美禽で、新規事業として

ＪＡが行う暗渠排水から土壌改良の面整備事

業を２７年度までの５カ年で行おうとするも

のであります。今年度は暗渠排水を予定して

おります。

三つ目、戸別所得補償実施円滑化基盤整備

事業でございます。この事業も新規でござい

まして、戸別所得補償制度の本格実施に当た

り、麦、大豆などの生産拡大や耕地利用率な

どの向上を図るために今年度創設されたもの

であります。区域は報徳、田中、日並、瑞治

で、ＪＡが行う区画整理から除れきまでの面

整備事業を２８年度までの６カ年で行おうと

するものであります。今年度については暗渠

排水と客土を予定しております。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。
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９、広域事務組合、美幌・津別広域事務組

合負担金の内訳でございます。

まず、津別との負担割合につきましては、

総務部門では議会費、監査委員費、予備費が

５０％ずつ、一般管理費が美幌７８.５８

％、津別２１.４２％。

次の衛生部門、火葬場関係でございます

が、経常費については美幌７８.５８％、津

別２１.４２％で、前年と同じ負担割合と

なっております。

次の消防部門でございますが、消防本部費

と通信指令業務運営費については、美幌７

１.８１％、津別２８.１９％。これにつきま

しては、財政割及び美幌消防団定数増に伴う

団員割の関係で、昨年よりもコンマ４美幌が

ふえて、津別が減っているところでありま

す。

以下、美幌消防費、公債費は、すべて美幌

分でございまして、消防の今年度の総事業費

でございますが、この表の一番下の欄で、予

算合計につきましては５億２,５０４万１,０

００円ということで、対前年比２％の増と

なっております。このうち美幌町分といたし

ましては、この欄右下のほうになりますが、

４億７,７４９万６,０００円が美幌町の分担

分であります。

この主な事業としましては、消防団の再編

を行って防火体制の強化を図るとともに、昨

年に引き続き、防火意識の向上と自主防災組

織の育成を進め、職・団員の訓練、指導に引

き続き力を入れて、災害に強いまちづくりに

務めてまいりたいと思っております。

二つ目につきましては、救急業務について

でありますが、救命効果の向上に努めるとと

もに、救急救命士など救急隊員の人材育成に

力を入れてまいりたいと考えております。

また、火葬場の運営でありますけれども、

施設のほう、冷房設備を設けるなど利用者へ

のサービス向上と、より効率的な管理・運営

に取り組んでまいりたいと思います。

参考資料につきましては以上でございま

す。

次に、図面のほうでありますけれども、予

算の工事関係参考資料につきまして御説明を

いたします。別とじとなっております図面等

の参考資料であります。

まず、１ページであります。第Ⅲ期埋立処

分場造成事業であります。本事業につきまし

ては、現在の第Ⅱ期埋立処分場が平成２３年

度末で埋立が終了することから、防衛省の補

助を受けて、平成２０年度から２３年度まで

の４カ年で新たな処分場を造成しようとする

ものであります。

２３年度は本事業の最終年度ということ

で、平成２２年度に２カ年国債事業で着工し

た水処理施設のプラント設備工事及び土木建

築工事でありまして、造成箇所につきまして

は、この図面の中ほどに小さく四角の枠で黒

く塗りつぶしている部分でございます。

この新しくできます処分場につきまして

は、平成２４年２月完成、同年４月供用開始

の予定でございます。

なお、財源内訳につきましては、国庫支出

金１０分の４.５の補助金と町債が９０％の

充当率でありまして、このうち５０％が交付

税措置ということになってございます。

次に、２ページであります。峠牧場給水ポ

ンプ制御盤設備改修事業でございます。

本施設は、古梅６０７番地の美幌峠牧場給

水施設として、昭和５９年度と昭和６１年度

に国営草地開発事業で整備したものでありま

す。整備から２７年が経過し、老朽化により

毎年送水管の漏水破損等の事故が発生し、牧

場の運営に支障を来しているため、平成１９

年度、国が実施した施設の機能診断調査と機

能保全計画策定に基づき、牧場運営に最低限

必要な施設更新を行おうとするものでありま

す。

事業概要は、平成２１年度から２３年度ま

での３カ年で、延長１,７１２メートルの送

水管路とポンプ制御盤を更新するものであり

まして、今年度が最終年度となってございま

す。

昨年度、８１８メートルの送水管路を布設
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しまして、総延長１,７１２メートルの送水

管路が完了しております。今年度は、この図

面の左側の下のほう、小さく黒丸で表示して

いる箇所でありますけれども、この浄水場給

水ポンプ、制御盤１面、それから、表示はし

ておりませんけれども、そのほかテレメー

ターユニット３台の更新をそれぞれ行おうと

するものでございます。

財源内訳でありますけれども、国庫支出金

が１００分の５０の補助金、残りは一般財源

となっているところでございます。

次に、３ページ、町道整備事業でございま

す。

まず、図面の一番右端の部分、①の１と①

の２、稲美の町道第１０号道路でございま

す。一番右端にありますけれども、丸印で

囲った部分で、上のほうが①の１、ここは、

こうりん斎場入り口前の第６号橋の延長３７

メートルの落差工でございます。

その下の丸印の部分、これは①の２、農協

のタマネギ倉庫の前になりますが、第７号橋

ということで、幅員７.５メートル、歩道幅

員２メートル、延長２４メートルの橋梁下部

工でございます。

これらはいずれも道が実施します駒生川改

修に伴う補償工事として行うものでございま

す。

次に、その位置から少し左の上のほうに移

りまして、②、第４３７号道路でございま

す。太い実線で表示した部分で、稲美の高さ

ん宅から盛合さん宅までの幅員５.５メート

ル、延長１８０メートルを改良舗装するもの

であります。

なお、この区間、現在、舗装されておりま

すけれども、地盤などの影響から舗装の傷み

が激しいため、交通安全に支障を来さないよ

う整備するものでありまして、同じく昨年

は、この右側の部分、延長１６０メートルの

改良舗装を実施したところでございます。

次に、図面の一番左のほうに移っていただ

きまして、③、町道第７２６号道路でござい

ます。元町、西谷内さん宅から影山さん宅ま

での幅員５メートル、延長６０メートルの改

良舗装を行うものであります。

次に、その右下の部分ですが、これは④、

第７５８号道路でございます。野崎、及川さ

ん宅からすろーらいふ美幌までの幅員５メー

トル、延長１３５メートルの改良舗装を行う

ものでございます。

財源につきましては、①を除き、すべて一

般財源となっております。

次に、４ページであります。第１３１号道

路外３改良舗装事業についてであります。

本事業は、図面の左側の国道３９号線と、

それから瑞治地区の町道１３１号の交点から

真っすぐ右側に進みまして、ＪＲ線を過ぎ、

そして町道２１号を経由し、町道１３０号の

起点から報徳地区、旧峯さん宅までの延長

２,９９０メートルと、さらに、右端のほう

に行きまして、町道の５６１号道路、これは

自衛隊の弾薬庫の前でございますが、ここの

延長３００メートルをあわせて、合計４路

線、総延長３,２９０メートルの改良舗装工

事でありまして、防衛補助を受け、平成１２

年度から２３年度までの１２カ年計画の２カ

年国債事業等で整備し、今年度をもって完了

する予定であります。

これまでに平成１２年度から２２年度まで

の１１年間で実施設計、用地買収、一部暫定

改良、改良舗装などを行っておりまして、今

年度は２２、２３の２カ年国債事業等により

ます改良舗装でございます。

現在までに改良が３,０７６メートル、舗

装が２,５６７メートル完了しております。

本年度につきましては、図面の左側のとこ

ろ、斜線で表示されている部分であります。

町道１３１号道路の瑞治報徳地区の改良２１

４メートル、それから舗装７２３メートルを

それぞれ行うものでございます。

財源内訳でありますけれども、国庫支出金

１０分の７.５の補助、補助残の５０％が特

別交付税で措置されることとなっておりま

す。

次に、５ページであります。美幌中学校移
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転改修事業についてでございます。

本年４月より、町内にあります二つの道立

高等学校が一つに統合されることに伴い、旧

美幌高等学校跡地の無償譲渡を道から受け、

平成２４年４月より美幌中学校として使用す

るため施設の改修を行うものでございます。

図面の位置関係でありますけれども、下半

分が校舎１階の平面図、上半分につきまして

は校舎２階から４階までの平面図となってお

ります。図面の左側のほうが校舎の正門入り

口付近という位置でございます。

事業の概要でありますが、ここに記載のと

おりであります。この記載の中で太線で表示

している部分が改修箇所でございます。

まず、図面の一番下でありますけれども、

１階部分のところ、普通教室を金工室、準備

室、機械室、木工室に、そして、その上の部

分は給食用配膳スペース等プラットホーム

に、それから、１階部分の一番左下の部分、

事務室から職員室へ、機械警備、火災報知器

を移設し、その２階の部分につきましては、

小会議室等を普通教室にそれぞれ改修し、ま

た、１階から３階にかけてのトイレの改修と

いうことで、これは和式から洋式にそれぞれ

切りかえようとするものでございます。

財源につきましては、文科省の安全・安心

な学校づくり交付金３分の１の補助金を充当

することとなっております。

次に、６ページであります。美幌中学校グ

ラウンド天然芝生化新設事業でございます。

この事業につきましても、旧美幌高校グラ

ウンドの一部を芝生化するものでございま

す。５ページで御説明をした内容と同じ考え

で実施するものでございますが、さらに、グ

ラウンドの芝生化によりまして、良好な教育

環境の充実と、生徒のけがの予防や周辺住宅

への防塵対策などの効果も期待をしていると

ころでございます。

工事の施工箇所でありますけれども、図面

の中ほどで太い実線で表示しております、横

が１５９メートル、縦が８１メートルの四角

に囲った部分でございます。この囲った全面

積１万２,８７９平方メートルの張芝工、そ

れから、黒く網掛けをしている部分の１３７

メートルの暗渠工、そして、この図面の下側

のほうでありますけれども、３カ所に隣接を

しているあさひ広場公園へ通ずるアクセス階

段とスロープをそれぞれ設置するものでござ

います。

なお、この事業でありますけれども、独立

行政法人日本スポーツ振興センターから５分

の４の助成を受けて行うものでございます

が、この助成の条件として、芝生化したグラ

ウンドを休日等に学校解放事業として広く町

民に開放することも条件となってございま

す。したがって、広く町民の利用に資するた

めに、隣接する多目的運動広場の有効活用を

図って、町民のスポーツ振興も同時に図ろう

とするものでございます。

以上、主要事業等について御説明をさせて

いただきましたので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） それでは、事項

別のほうへ移らせていただきます。

特別会計の説明に入らせていただきます。

特別会計の２７１ページでございます。

議案第２５号平成２３年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げま

す。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ２８億５,４０３万６,０００円と定

めるものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３、歳出について御説明申し上げます。

３０１ページをお開き願います。

歳出の一般事務費の５,９１１万４,０００

円の主なものとしては、６名の職員の人件費

及びレセプト点検等の臨時職員２名の賃金と

事務費等であります。

事務費等の中で昨年と変わった点について

御説明申し上げます。

中段のほうになりますけれども、国民健康
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保険円滑化推進業務委託料６２８万８,００

０円につきましては、本町の電算システムの

更新、国保連合会からの２３年の５月からレ

セプトオンライン化にあわせて、緊急雇用創

出推進事業を活用し、データ更新、電算化に

伴うレセプトデータの照合等を行うため、こ

の事業を行うものであります。

その下の電算システムプログラム保守委託

料８８万８,０００円、電算システム機器保

守委託料２８万１,０００円及び電算機器借

上料２５８万３,０００円につきましては、

庁用電算機１０台分の経費であります。

次に、その下の道国保連合会負担金１４４

万３,０００円につきましては、平成２３年

度に新たに国保総合システム導入に伴う国保

保険者ネットワーク負担金、ランニングコス

ト分ですけれども、４５万５,０００円の増

額となってございます。

３０５ページをお開き願いたいと思いま

す。

一番上の一般被保険者療養給付費１６億５

７０万円及びその下の退職被保険者等療養給

付費１億２,０４２万４,０００円であります

が、高額な治療に係る給付費の増及び受診単

価の増により、前年対比それぞれ４,３１２

万２,０００円の増及び２,７８５万６,００

０円の増となっております。

一番下の一般被保険者高額療養費１億９,

９３４万１,０００円につきましても、高額

な受診件数の増及び受診単価の増により、前

年対比１,５４２万８,０００円の増となって

ございます。

次に、３１１ページをお開き願います。

３１１ページの後期高齢者支援金２億８,

４８９万６,０００円につきましては、国が

算定したゼロ歳から７４歳までの現役世代の

後期高齢者医療制度への負担する支援金でご

ざいます。

次に、３１３ページをお開き願います。

前期高齢者納付金４５万５,０００円及び

前期高齢者関係事務費拠出金３万５,０００

円につきましては、６５歳から７４歳までの

前期高齢者について、各保険者間の医療費の

財政調整制度に係る事務費の拠出金でありま

す。

次に、３１５ページをお開き願いたいと思

います。

３１５ページの老人保健医療費拠出金１０

０万円及び老人保健事務費拠出金２万円につ

きましては、平成２０年４月から後期高齢者

医療制度がスタートに伴って、今までありま

した老人保健医療制度が廃止されましたが、

廃止後５年間は過誤納の医療費の請求が見込

まれることから拠出金を計上したところであ

ります。

次に、３１７ページをお開き願いたいと思

います。

介護納付金１億２,４６７万４,０００円に

つきましては、４０歳から６４歳までの２号

被保険者に係る分を社会保険診療報酬支払基

金に支払いするものであります。

次に、３１９ページをお開き願いたいと思

います。

高額医療費拠出金６,６７４万１,０００円

につきましては、高額な医療費の発生に伴い

市町村保険者の急激な負担増となることか

ら、分散を図り、保険者の財政運営の安定化

を図るため国保連合会が行う事業でありまし

て、この伸びにつきましては医療費の伸びに

よります拠出金の増であります。

なお、拠出金のうち国が４分の１、道が４

分の１を負担することになってございます。

その下の保険財政共同安定化事業拠出金３

億２０７万６,０００円につきましては、保

険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図

るため、レセプト１件当たり３０万円を超え

８０万円までの医療費に対して、保険者の拠

出金をもとに各都道府県の国保連合会が実施

主体となるもので、今回の拠出金の伸びにつ

きましては、医療費の伸びで拠出金がふえて

おります。

次に、３２１ページをお開き願いたいと思

います。

健康づくり推進費４２９万５,０００円に



－ 134 －

つきましては、健康相談、健康教育、啓蒙活

動、脳ドック及び高齢者インフルエンザ負担

等の事業推進に要する経費並びに事務費と

なってございます。一般会計でも御説明申し

上げましたが、脳ドックにつきましても、現

行の年齢につきまして、３５歳から７０歳ま

ででありましたけれども、２３年度から対象

年齢７０歳の上限を撤廃し、拡充を図ってい

るところでございます。

その下の特定健康診査等事業費９２３万

６,０００円につきましては、医療費の増大

の要因であるメタボリックシンドロームを予

防して生活習慣病の重症化を防ぐことを目的

に、２２年度から４０歳から６０歳までの５

歳ごとの節目健診を今年度も無料として引き

続き実施するとともに、２３年度において

は、集団の場合、従来の健診項目であります

項目に、一般会計でも御説明申し上げました

とおり、心電図、眼底、クレアチニン、それ

から尿酸の４項目を追加し、拡充を図るとと

もに、金額についても、集団健診と同様に、

個別健診の自己負担を１,５００円から１,０

００円に引き下げ、充実を図ったところであ

ります。

なお、特定健診等の受診率向上のため、自

治会等を対象に保健師等が地域に出向き、説

明会、個別訪問等を行う予定でございます。

歳出は以上であります。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、２８１ページをお開き願いたいと思いま

す。

１、国民健康保険税６億８,６４６万９,０

００円につきましては、前年度対比で３５７

万５,０００円の減額でありますが、平成２

３年度において、課税限度額を、医療給付費

分を現行５０万円を５１万円に、後期高齢者

支援金分を現行１３万円を１４万円に、介護

納付費分を現行１０万円を１２万円に値上げ

し、合計で現行７３万円を４万円引き上げて

７７万円とするものでございます。

なお、課税限度額引き上げで５９８万９,

０００円の増を見込んでおりますが、一般会

計でも御説明申し上げましたとおり、給与所

得者等の個人所得割の３％の減等により、あ

るいは後期高齢者の医療制度に移行する被保

険者数が減になったことから、前年対比３５

７万５,０００円の減となってございます。

次に、２８３ページをお開き願いたいと思

います。

国庫支出金のうち一番下の出産育児一時金

補助金４０万円につきましては、先ほど条例

でも説明しましたけれども、４２万円に引き

上げられましたけれども、これに対する今ま

での国庫補助制度が３８万円から４２万円に

上げた４万円に対して２分の１補助すること

となっておりましたけれども、今年度はさら

に２分の１ということで、４分の１になりま

したことから４０万円の減であります。最終

的には２４年度で、この補助金については廃

止になる見込みであります。

２８５ページをお開き願いたいと思いま

す。

２８５ページの療養給付費等交付金１億

１,５３５万５,０００円につきまして、退職

者医療に係る費用のうち退職者分の保険税以

外で賄うことができない費用について、社会

保険診療報酬支払基金から交付されるもので

あります。

次に、２８９ページをお開き願いたいと思

います。

道支出金の一番下の緊急雇用創出推進事業

補助金６２８万８,０００円につきまして

は、歳出で御説明申し上げました国民健康保

険円滑化推進事業に伴う道補助金でありま

す。

次に、２９１ページをお開き願いたいと思

います。

保険財政共同安定化事業交付金３億３０９

万５,０００円につきましても、歳出で御説

明した事業に係る交付金であります。

２９５ページをお開き願いたいと思いま

す。

上から３行目の一般会計繰入金６,８０１

万９,０００円につきましては、国保事業の
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運営に要する６名の人件費、事務費、出産育

児一時金、国保財政安定化支援分の交付税措

置されるものをルール分として繰り入れする

ものであります。

その下の国民健康保険基金繰入金１億３,

３２６万７,０００円につきましては、一般

事務費の不足、保険税の不足等により補てん

するもので、基金より繰り入れするものであ

ります。

なお、２２年度末基金残高につきましては

３億３,８５３万７,０００円でございました

けれども、今回繰り入れすることにより、２

３年度末基金残高の見込みにつきましては２

億６５６万８,０００円の見込みでございま

す。

以上、国民健康保険特別会計を御説明申し

上げました。よろしくお願いいたします。

次に、３３７ページをお開き願います。

議案第２６号平成２３年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上げ

ます。

第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億４,１９５万円と定めるものでご

ざいます。

第２項につきましては事項別明細書で御説

明申し上げます。

３５５ページをお開き願います。

一番上の一般事務費１,４７０万８,０００

円の主なものにつきましては、職員の１名分

の人件費と４台分の電算機器保守委託料、ソ

フト保守委託料及び電算機借り上げなどによ

る事務費であります。

３５７ページをお開き願いたいと思いま

す。

後期高齢者医療広域連合納付金２億２,６

４６万６,０００円につきましては、医療対

象者が増加していることや保険料の低所得者

等の軽減措置などにより、前年対比１４３万

円の増額となっております。

歳出は以上であります。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、３４４ページをお開き願いたいと思いま

す。

一番上の後期高齢者医療保険料１億６,２

８９万６,０００円につきましては、歳出で

御説明いたしましたが、低所得者等の軽減措

置及び加入者の増により、前年対比９２万

５,０００円の増額となってございます。

３４７ページをお開き願いたいと思いま

す。

一般会計繰入金、事務費繰入金２,０７９

万８,０００円につきましては、広域連合へ

の事務費負担金と町からの事務費分の繰入金

でございます。

その下の保険基盤安定繰入金５,６７０万

円につきましては、保険料の低所得者に対す

る２割、５割、７割の軽減分について、一般

会計で収入される４分の３の道負担金に町の

分の負担金４分の１を加えて一般会計から繰

り入れするもので、低所得者等の軽減対象の

増により、前年対比７１万７,０００円の増

額となっております。

後期高齢者医療特別会計は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。

３６９ページをお開き願いたいと思いま

す。

議案第２７号平成２３年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１２億５,７１０万４,０００円と定

めるものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３９５ページをお開き願います。

一番上の一般事務費３,６５１万９,０００

円の主なものにつきましては、職員４名分の

人件費、４台分の電算機器の保守委託料、ソ

フト保守委託料、電算機器借上料及び次期、

平成２４年度から２６年度までの第５期介護

保険事業計画の策定に係る事務費等でござい

ます。

３９８ページをお開き願いたいと思いま

す。

３９８ページの左側の一番上ですけれど
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も、保険給付費全体で１１億６,４４４万４,

０００円につきましては、平成２１年度から

平成２３年度までの第４期介護保険事業計画

をもとに、平成２１年度及び平成２２年の介

護保険給付費及び介護認定者のサービス利用

実績等から、前年対比１,３５９万２,０００

円の減となってございます。

４０３ページをお開き願いたいと思いま

す。

中段の高齢者一時保護措置費１９万６,０

００円につきましては、高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

により、虐待などの一時緊急保護に要する場

合の費用を平成２３年度から新たに２０日分

を計上してございます。

その下のほうですけれども、任意事業費の

短期宿泊利用サービス委託料の１８７万２,

０００円につきましては、介護予防生活支援

事業に基づく短期宿泊事業、いわゆるショー

トステイについて、介護保険認定を受けてい

るけれども、介護保険制度上、利用上限日数

を超えて引き続き短期宿泊を利用する場合に

おいて、町が負担しているところであります

が、前年度は１００日分を計上してございま

したけれども、実績等から今年度は２５０日

分を計上していることから、増額となってご

ざいます。

４０５ページをお開き願います。

一番上の配食事業運営委託料２３２万円に

つきましては、介護予防生活支援条例第４条

に定める配食サービス事業であります。これ

につきましても、利用者数の増により、前年

度５０人から６０人に利用者がふえたという

ことで、前年対比１０９万９,０００円の増

となってございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、３７６ページをお開き願います。

歳入でありますけれども、介護保険料２億

１,３１１万９,０００円につきましては、介

護保険の給付費１号被保険者、いわゆる６５

歳以上の者で、２０％分として普通徴収、特

別徴収等を計上させていただいております。

次に、３８０ページからの国庫支出金、３

８２ページの支払基金交付金、それから３８

４ページの道支出金、それから３８９ページ

の介護費繰入金、それと、包括的支援事業・

任意事業繰入金につきましては、補正予算で

も説明申し上げましたけれども、これにつき

ましては、介護給付費がそれぞれ負担額が決

まってございます。それに基づいて、それぞ

れの負担の額でございます。前年度と制度的

には大きく変わってございません。

次に、戻りまして３８９ページの下から２

行目の介護保険基金繰入金２,６００万２,０

００円につきましては、保険料を第３期と同

額に据え置くことと介護保険会計の財政調整

をするため、基金から繰り入れを行うもので

あります。

一番下の介護従事者処遇改善臨時特例基金

繰入金４３万２,０００円につきましては、

保険料の急激な上昇を抑えるため、平成２０

年度から２３年度までの分として国から交付

された９５６万９,０００円のうち、３年目

に当たりますので、２３年度においては残額

の４３万２,０００円全額を繰り入れするも

のでございます。

介護保険特別会計は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開は、１４時２０分といたします。

午後 ２時０９分 休憩

────────────────

午後 ２時２０分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

順次、提案者から説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（部田貴好君） 公共下水道

特別会計について御説明申し上げます。

予算書の４２１ページであります。

議案第２８号平成２３年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてを御説明申し上げま
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す。

平成２３年度美幌町の公共下水道特別会計

予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ９億６,８７９万１,０００円と定め

る。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明いたします。

債務負担行為。

第２条、債務負担行為については、「第２

表 債務負担行為」で御説明申し上げます。

地方債。

第３条、地方債につきましては、「第３表

地方債」で御説明申し上げます。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、６億円と定める。

次に、４２４ページをお開きください。

第２表、債務負担行為であります。

土木積算システム機器借上料、限度額が１

０９万円とするものであります。平成１９年

８月に導入しました土木積算システムの機器

１台を更新するものであります。

第３表、地方債であります。

起債の目的でありますが、初めに、公共下

水道事業、限度額が５７０万円であります。

公共汚水桝設置工事１０カ所分と長寿命化計

画策定業務委託、及び汚水管移設実施設計委

託料であります。充当率は、公共下水道債１

００％であります。

その下、下水道資本費平準化債、限度額が

１億９,１５０万円であります。平準化債

は、施設整備に投資しました起債の償還を耐

用年数に沿って平準化し、単年度の負担軽減

を図る目的で借り入れするものであります。

その下、公共下水道事業特別措置分、限度

額が５,２５０万円であります。特別措置分

は、繰出基準が借り入れしました元利償還の

７０％が交付税措置されていたものが６０％

に減額され、その差分が特別措置として認め

られたものであります。合計が２億４,９７

０万円であります。

なお、起債の方法、利率、償還方法は、記

載のとおりであります。

次に、歳出から御説明しますので、４４４

ページ、４４５ページをお開きください。

３、歳出。

１款１目１、一般事務費の中、一般職給

１,４１０万６,０００円から職員共済費等４

５０万６,０００円まででありますが、職員

４名分の人件費等であります。

上から８行目、業務等委託料の中、使用料

収納事務委託料２,０２６万６,０００円であ

りますけれども、下水道使用料の賦課徴収業

務を水道事業会計に委託しておりますので、

全体調定件数に対する下水道調定件数の割合

４８.１５％を委託料として水道事業会計に

支払うものであります。

この欄の下、公課費１,１８２万円であり

ますが、下水道使用料等の仮受消費税と工事

請負費等の仮払消費税の精算行為により納付

すべき消費税であります。

その下、終末処理場維持管理事業費の中、

修繕料１,３７２万１,０００円であります

が、供用開始から２９年が経過していること

から、処理場に係る機器類の修繕と管理車及

び運搬車の車検整備に係る整備費用でありま

す。

一番下、産業廃棄物処理委託料１,４４９

万円でありますが、汚泥脱水ケーキの処分を

佐呂間町にあります民間の処理施設へ運搬処

分しておりますので、その処分費でありま

す。

次のページであります。

上から２行目、処理場維持管理業務委託料

１億２,３５３万３,０００円でありますが、

１８名分の人件費を含む終末処理場の維持管

理業務委託料であります。

この欄の２、管渠維持管理事業費の中、修

繕料５３０万円でありますが、マンホール１

６カ所、公共汚水桝２５カ所、雨水桝３カ所

等のほか、美芳地区、日の出地区の汚水桝取
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りつけ管の修繕料であります。

次に、３目建設費の中、道道北見端野美幌

線汚水管移設実施設計委託料３００万円であ

りますが、花見橋付近の汚水管を移設するた

めに必要な実施設計であります。

この欄の一番下、工事請負費、公共汚水桝

設置工事２７０万円でありますが、公共汚水

桝１０カ所分の設置工事費であります。

次のページであります。

２款、元金償還金５億３,１２１万３,００

０円と、その下、利子償還金１億４,７４５

万６,０００円でありますが、平成２２年ま

でに借り入れしました起債の元金と利子の償

還金であります。

次に、歳入について御説明しますので、４

３０ページ、４３１ページをお開きくださ

い。

２、歳入。

上から２行目、一般会計負担金２,６０５

万６,０００円でありますが、し尿処理を下

水処理場で行っていまして、処理経費の１

３.８％を負担していただくものでありま

す。

次のページであります。

２款下水道使用料３億７,０７９万７,００

０円でありますが、現年度分の調定額３億

７,２８７万１,０００円に対し、収納率を平

成２３年見込みで９８.９％の３億６,８７７

万円とし、過年度分の調定額８６２万７,０

００円に対し、収納率を平成２３年見込みで

２３.５％の２０２万７,０００円の合計であ

ります。

次のページであります。

３款１目、公共下水道事業費補助金１,０

００万円でありますが、長寿命化計画策定の

ための補助金でありまして、事業費２,００

０万円の補助率２分の１であります。

４款１目、一般会計繰入金３億８３４万

４,０００円でありますが、下水道事業の財

源不足を一般会計からの繰り入れで補うもの

であります。

２ページ飛びまして、４４０ページ、４４

１ページであります。

６款２項、上から２行目、水洗便所改造等

資金貸付金償還金５３万円でありますが、今

年度貸し付けを予定しています２戸分の預託

金の償還金であります。

次のページ、７款町債につきましては、第

３表、地方債で御説明いたしましたので、省

略させていただきます。（発言する者あり）

大変申しわけありません。第３表、地方債

の中で長寿命化計画を含んでいるということ

で申し上げましたけれども、長寿命化計画は

含んでいないということでございますので、

訂正させていただきます。

次に、個別排水処理特別会計について御説

明申し上げます。

予算書の４６１ページであります。

議案第２９号平成２３年度美幌町個別排水

処理特別会計予算についてを御説明申し上げ

ます。

平成２３年度美幌町の個別排水処理特別会

計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ７,８３２万７,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債。

第２条、地方債につきましては、「第２表

地方債」で御説明申し上げます。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定により、一時借入金の借り入れの最高

額は１,０００万円と定める。

次に、４６４ページであります。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、個別排水処理施

設整備事業、限度額が２,９８０万円であり

ます。今年度は１１戸を予定しておりまし

て、下水道債につきましては充当率が１００

％、辺地債につきましては２戸を予定してお

りまして、充当率は７０％の２分の１であり

ます。
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次に、歳出から御説明しますので、４８０

ページ、４８１ページをお開きください。

３、歳出。

一般事務費の中、上から７行目、公共下水

道特別会計負担金２９０万２,０００円であ

りますが、職員１名が個別と下水の両会計の

事務を行っていまして、人件費の４０％を下

水道会計に支払うものであります。

この欄の下、貸付金１１９万円であります

が、水洗トイレ改造資金の貸付金で、４戸の

貸付戸数を見込み計上しております。

次に、２目、維持管理事業費の中、修繕料

２３４万４,０００円でありますが、浄化槽

の上ぶたの交換及び放流管等の修繕による費

用であります。

この欄の下、清掃業務委託料７２２万３,

０００円でありますが、浄化槽の検査の際、

浄化槽内の汚泥をくみ取り、槽内を洗浄する

ための委託料であります。

次、３目建設事業費の中、工事請負費、個

別浄化槽設置工事３,２３４万８,０００円で

ありますが、今年度予定しております５人槽

１戸、７人槽５戸、１０人槽５戸の計１１戸

分の工事費であります。

次のページであります。

元金償還金１,４６８万１,０００円、その

下、利子償還金８５８万３,０００円であり

ますが、平成２２年度までに借り入れしまし

た起債の元金と利子の償還であります。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、４６８ページ、４６９ページをお開きく

ださい。

２、歳入。

１款１目、個別排水処理施設受益者分担金

２１１万７,０００円でありますが、今年度

予定しております５人槽１戸、７人槽５戸、

１０人槽５戸の計１１戸分の受益者分担金で

あります。

次のページであります。

個別排水処理施設使用料１,６４９万６,０

００円でありますが、平成２２年度までに設

置しました２４０戸分と平成２３年度に予定

しております１１戸分の使用料であります。

次のページであります。

３款一般会計繰入金２,８３１万１,０００

円でありますが、個別排水処理会計の財源不

足を一般会計で補っていただいているもので

あります。

２ページ飛びまして、４７６ページ、４７

７ページであります。

５款２項、上から２行目、水洗便所改造等

資金貸付金償還金１１９万円でありますが、

歳出のところでも御説明しましたが、今年度

の預託金の償還金であります。

その下、３目消費税還付金４０万円であり

ますが、工事費に上乗せして支払う消費税と

使用料に上乗せしていただく消費税の差分が

還付金として戻ってくるものであります。

次のページ。

６款町債につきましては、第２表、地方債

で御説明いたしましたので、省略させていた

だきます。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いいたします。

次に、水道事業会計について御説明申し上

げます。

予算書の４９１ページであります。

議案第３０号平成２３年度美幌町水道事業

会計予算についてを御説明申し上げます。

総則。

第１条、平成２３年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。

第２条、業務の予定量は、次のとおりとす

る。

給水戸数は８,８３９戸でありまして、平

成２２年度当初より７戸ふやして計上してお

ります。

年間総給水量は１９９万９,０００立米で

ありまして、これも平成２２年度当初より

５,０００立米ふやして計上しております。

１日平均給水量は５,４７７立米でありま

して、これも平成２２年度当初より１４立米

をふやして計上しております。
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主要な建設事業につきましては、資本的収

入及び支出で御説明申し上げます。

給水戸数、総給水量及び１日平均給水量、

それぞれ昨年より増となっておりますのは、

使用件数の増によるものと使用実績がふえて

いることからであります。

収益的収入及び支出、第３条と、次のペー

ジ、資本的収入及び支出、第４条につきまし

ては、予算実施計画書及び説明書で御説明申

し上げます。

企業債。

第５条、起債の目的でありますが、初め

に、水道管路整備事業、限度額が３,９５０

万円であります。給水工事は、配水管新設工

事２路線、配水管布設替補償工事２路線の計

４路線であります。

なお、充当率は、企業債１００％でありま

す。

また、配水管補償工事２路線で、配水管の

残存価格分として、補償費１,４７０万円が

収入として見込まれることから、それを差し

引いた額を計上しております。

二つ目、水道未普及地域解消事業、限度額

が２,１２０万円であります。豊幌地区水道

未普及解消のための水道施設整備費でありま

して、補助金と一般会計出資債を差し引いた

額を計上しております。

合計で６,０７０万円であります。

なお、起債の方法、利率、償還方法につき

ましては、記載のとおりであります。

次のページであります。

一時借入金。

第６条、一時借入金の限度額は、１億円と

定める。

議会の議決を経なければ流用することので

きない経費、第７条、他会計からの補助金、

第８条、たな卸資産購入限度額、第９条につ

きましては、記載のとおりであります。

次のページであります。

予算実施計画書及び説明書の収益的収入及

び支出の収入であります。

１款１目、給水収益４億１,５００万円で

ありますが、平成２２年度当初より５００万

円を増額し、１０万６,０６５件分の計上で

あります。件数と給水量がふえましたのは、

平成２１、２２年度の実績に基づいたもので

あります。

２行下、給水工事手数料４３１万円であり

ますが、給水工事１７９件の設計審査手数料

と完成検査手数料でありまして、新設が９４

件、改造４０件、撤去４５件の計１７９件分

であります。

その３行下、４目、雑収益の中、下水道使

用料賦課徴収受託料２,０２６万６,０００円

でありますが、下水道使用料の賦課徴収業務

を水道事業会計で受けており、対象経費を調

定件数割合の４８.１５％いただくものであ

ります。

その下、他会計負担金の中、公共施設無償

給水経費負担金２５万７,０００円でありま

すが、道路、公園にあります給水施設使用料

を一般会計から負担していただくものであり

ます。

３行下、その他雑収益の中、下水道排水設

備業務負担金３２６万８,０００円でありま

すが、下水道排水設備の業務を水道会計で

行っており、施設者の人件費の２５％と排水

設備台帳の管理システム使用料の負担金であ

ります。

次のページであります。

収益的収入及び支出の支出であります。

１款１目原水及び浄水費につきましては、

浄水場に係る経費と嘱託職員１名と臨時職員

４名分の人件費を含む予算を計上しておりま

す。

このページの中ほど、委託料の中、浄水場

機械計装設備点検委託料１０６万９,０００

円でありますが、浄水場の計装設備の延命を

図るための保守点検委託料であります。

この欄の下、導送水管路調査委託料２０万

円でありますが、基幹管路の仕切弁が土砂で

埋まっていてわからないために、維持管理上

支障があることから、それを調査するために

新たに予算化するものであります。
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次のページであります。

２目配水及び給水費につきましては、施設

主査と施設担当１名の人件費を含む予算を計

上しております。

このページの中ほど、委託料の中、量水器

検満取替委託料２,９４１万２,０００円であ

りますが、計量法によります８年ごとに量水

器を取りかえるもので、今年度は１,５４２

個を予定しております。今回、ＪＩＳ規格を

引用する特定計量法検定検査規則の改正省令

が平成１７年３月３０日付で交付され、周知

期間をかんがみ、施行を平成１７年１０月１

日から型式の承認、検定が実施されることに

なりました。制定されたＪＩＳ規格は、国際

規格に準拠した工業規格として制定され、現

在使用しております旧型式品の製造期限が平

成２３年３月３１日までであることから、平

成２３年度より対象分を新基準のメーターに

交換するものであります。

次のページであります。

３目業務費であります。営業担当４名分と

臨時筆生１名分の人件費と、個人委託してい

る検針員の経費であります。

このページの中ほど、委託料の中、検針業

務委託料３７１万３,０００円であります

が、平成１９年から検針業務を市外地区と郊

外地区に分けて各月検針しておりまして、お

おむね１カ月、市外地区８,４００件を２名

で、郊外地区１,６００件を１名の個人委託

方式で検針し、さらには１,３５０件の納付

書配布の委託料であります。

その下、手数料の中、料金収納事務等手数

料２５４万２,０００円でありますが、金融

機関及び郵便局口座振替手数料とコンビニ収

納手数料であります。

次に、下の段、４目総係費でありますが、

水道主幹１名分の人件費を含む予算でありま

す。

次のページであります。

上から５段目、５目有形固定資産減価償却

費１億３,８３４万１,０００円であります

が、水道施設の固定資産の減価償却費であり

ます。資産としては年々償却されますので、

平成２２年当初より２３６万９,０００円の

減額となるものであります。

次に、５段下、２項、企業債償還利息４,

３１５万９,０００円でありますが、昨年よ

り減額となっております。その要因でありま

すが、低金利借りかえ債の影響であります。

次のページであります。

資本的収入及び支出の収入であります。

１款１目企業債６,０７０万円であります

が、第５条、企業債のところで御説明いたし

ましたので、省略させていただきます。

その下、簡易水道等施設整備事業補助金

３,０９２万円でありますが、豊幌地区水道

未普及地域の送水管及び水道施設整備の補助

金であります。

その下、３項１目、水道管路整備工事負担

金１,４７０万円でありますが、道道２路線

の道路工事に伴います配水管布設替工事の補

償費であります。

次のページであります。

資本的収入及び支出の支出であります。

１款１目浄水配水設備費でありますが、施

設担当職員１名と臨時職員１名分の人件費を

含む予算であります。

このページの中ほどにあります工事請負費

につきましては、後ほど参考資料で御説明い

たします。

その下、２目業務設備費の中、量水器費等

３７５万円でありますが、新設用量水器、量

水器筺、伸縮式ボックスと止水栓筺を計上し

ております。

続きまして、工事請負費関係を参考資料で

御説明いたしますので、参考資料の７ページ

をお開きください。

水道管路整備事業であります。

工事の概要ですが、地図番号①、図面の左

上になりますけれども、美禽の道道２４８号

嘉多山美幌線であります。道道嘉多山美幌線

の道路の拡幅工事に伴いまして、配水管の布

設がえ工事を行うものであります。バイパス

の南側になりますけれども、管径について
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は、ポリエチレン管５０ミリとダクタイル鋳

鉄管７５ミリ、延長が２２８メートルであり

ます。

地図番号②、図面の右側、中ほどになりま

す。稲美の町道第４３７号道路であります。

町道第４３７号道路の改良舗装工事に伴いま

して、配水管の布設がえ工事を行うもので

す。美園団地の北側でして、高さん宅から盛

合さん宅の間になりますが、管径がダクタイ

ル鋳鉄管１００ミリ、延長が２１２メートル

であります。

地図番号③、図面の左側になります。中ほ

どになりますけれども、美禽の道道１２２

号、北見端野美幌線であります。道道北見端

野美幌線の歩道造成拡幅工事に伴いまして、

配水管布設がえ工事を行うものであります。

町道第６４９号道路から元村さん宅付近まで

になりますが、管径がダクタイル鋳鉄管１５

０ミリと１００ミリ、延長が８３２メートル

であります。

地図番号④、図面の中央の下側になります

が、野崎の町道第７５８号道路であります。

町道第７５８号道路の改良舗装工事に伴いま

して、配水管の布設がえ工事を行うものであ

ります。

野崎の及川さん宅から瀬尾さん宅の間にな

りますが、管径がダクタイル鋳鉄管１００ミ

リと７５ミリ、延長が２８８メートルであり

ます。

なお、地図番号①と③の布設がえ工事につ

きましては、補償費の対象となっておりま

す。

特定財源充当につきましては、企業債充当

率１００％と補償費であります。

次に、参考資料の８ページを見ていただき

たいと思います。

水道施設整備事業であります。

事業の概要ですが、図面番号①番の日並浄

水場でありますが、図面の右側になります。

設置後、耐用年数が経過し、信頼性の確保が

難しく、故障時の備品調達も困難な状況にあ

るために新たな機器の整備を図るもので、着

水流量計整備のレンジ流量計３００ミリ１台

と急速濾過池の浄水器用カバー一式の整備を

図るものです。

図面番号②番の美禽送水流量計であります

が、図面の左側上になりますが、これも同じ

く耐用年数が経過し、新たな機器に取りかえ

るため、送水流量計のレンジ流量の７５ミリ

１台の整備を図るものであります。

図面番号③番の高区加圧ポンプ場でありま

すが、図面左側の中ほどになりますが、これ

も同じく耐用年数が経過しまして、電気計装

設備、動力盤、インバーター装置ほかの改修

を行うものであります。

次に、参考資料の９ページを見ていただき

たいと思います。

水道未普及地域解消事業であります。

事業の概要ですが、全体計画が平成２２年

度から平成２４年度までの３年計画で、今年

度が２年目であります。

図面番号①番の送水管新設でありますが、

図面の中ほどになります。町道第８２２号道

路の美富の４０線から豊幌の旧上美幌小学校

まで、ダクタイル鋳鉄管７５ミリの送水管を

新設するもので、延長が１,０８６メートル

であります。これは、補助事業であります。

図面番号②、豊幌加圧ポンプ所であります

が、同じく旧上美幌小学校グラウンド内に鉄

筋コンクリート造の配水池を設置するもので

あります。容量は、８２.５立米でありま

す。また、配水池の上にコンクリートブロッ

ク造にて平屋建てのポンプ室を設置するもの

であります。面積は９５平米、１棟でありま

す。これも補助事業であります。

図面番号③、集落加圧ポンプ所であります

が、図面の真ん中になります。美富にありま

す既設の集落加圧ポンプ所に未普及地域へ送

水するために加圧ポンプ７５ミリ２台を設置

するとともに、それにかかわる電気計装設備

一式を整備するものであります。この分は単

独事業となります。

特定財源の内訳ですが、左下に記載のとお

り、補助金は１０分の４、企業債の充当率は
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１００％であります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 病院事務長。

○病院事務長（大江勇司君） 予算書の５２

１ページをお開き願いたいと存じます。

議案第３１号平成２３年度美幌町病院事業

会計予算について御説明をいたします。

総則。

第１条、平成２３年度美幌町病院事業会計

の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。

第２条、業務の予定量は、次のとおりとす

る。

病床数は、９９床。

年間患者数は、入院、４０８人増の２万

８,９０８人、外来、６８０人減の５万２０

人。

１日平均患者数は、入院で１人増の７９

人、外来で３人減の２０５人。

主要な建設改良事業は、診療用医療備品購

入で１億６,０２８万３,０００円。

収益的収入及び支出。

第３条、収益的収入及び支出の予定額は、

次のとおり定める。

病院事業収益は、１６億１,０００万９,０

００円。

病院事業費用は、１７億９,５８１万７,０

００円を見込んでおります。

資本的収入及び支出。

第４条、資本的収入及び支出の予定額は、

次のとおり定める。

資本的収入が資本的支出額に対し不足する

額３,４７９万２,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金で補てんするものとする。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

資本的収入は、２億２,９６１万５,０００

円。

資本的支出は、２億６,４４０万７,０００

円を計上しております。

債務負担行為。

第５条、債務負担行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、次のとおり定める

ということで、生体情報モニター、手術室用

であります。床頭台、いわゆるベッドサイド

のキャビネットであります。両方とも平成１

２年導入の更新であります。平成２３年度か

ら２８年度までの５年リースでございます。

企業債。

第６条、起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、次のとおり定め

るということで、起債の目的は、医療機器等

更新事業、限度額は１億６,０２０万円。起

債の方法、利率、償還の方法は、記載のとお

りであります。後年度、元利償還額のおおむ

ね４分の１が交付税措置される見込みでござ

います。

一時借入金。

第７条、一時借入金の限度額は、４億円と

定める。

議会の議決を経なければ流用することので

きない経費。

第８条につきましては、職員給与費、給

与、手当、共済費の計で７億９,５０４万

円、交際費３０万円でございます。

右のページ、他会計からの補助金。

第９条、他会計からこの会計へ受ける補助

金額は、次のとおりと定めるということで、

一般会計の一番上、医師等研究研修費補助に

つきましては、医業費用の研究・研修費から

手術支援の謝金を除いた額の２分の１でござ

います。

基礎年金拠出金及び子ども手当経費につき

ましては、ルールでございます。

国保会計につきましても、昨年同様、国保

直診施設の保険事業実施による補助でござい

ます。

たな卸資産購入限度額は、第１０条、２億

７９０万円と定めるものでございます。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

予算実施計画書及び説明書。

収益的収入及び支出の収入でございます。



－ 144 －

１項の医業収益。

５２５ページの一番上、入院収益でござい

ますけれども、入院患者数、単価とも増を見

込み、前年対比１,３２５万２,０００円増の

７億５７１万６,０００円を計上いたしまし

た。

次の段、２目の外来収益。

患者数は減でございますけれども、単価の

増を見込み、前年対比１,４２４万３,０００

円増の６億２,３０９万９,０００円を計上い

たしております。

３目その他医業収益は、１７４万円の減で

ありますけれども、公衆衛生活動収益で、予

防接種料でインフルエンザのワクチンが、新

型、それと季節型の２種類であったものが１

種類になったということで、減を見込んでお

ります。２２７万５,０００円の減となって

いるものでございます。

その下から２段目、一般会計負担金は、

ルール分としての繰り入れでございまして、

救急医療の確保に要する経費及び小児救急に

要する経費につきましては交付税措置額、医

師確保に要する経費につきましては医師募集

に係る費用の全額でございます。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

医業外収益。

５２７ページ、預金等利息の次であります

けれども、一般会計補助金と次の国保会計補

助金については第９条で御説明させていただ

きました。

その下、一般会計負担金１億４,８７５万

５,０００円。４,４６７万２,０００円の増

でありますけれども、４番目の不採算地区病

院の運営に要する経費につきましては、平成

２５年度までは６,７３２万円を交付税措置

されるということが決まっているということ

から当初予算に計上したものでございます。

一番下の緊急雇用対策事業負担金３１９万

１,０００円につきましては、栄養士の雇用

に係る費用全額を緊急雇用対策事業として収

入するものでございます。

そのほかはルール繰り入れでございます。

一番下の欄、その他医業外収益の１番目、

住宅使用料につきましては、医師住宅１戸の

増を見込んでおります。

その次の売店等使用料につきましては、理

容所の撤去により減となっているものでござ

います。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

支出でございます。

１項医業費用でございます。

５２９ページ、給与費の給料３億６,３２

０万２,０００円でございますが、前年度に

比べまして医師１名増、准看護師が２名減、

全体では１人減の８０人分を計上しておりま

す。

手当につきましては、同様の理由でござい

ます。

賃金につきまして、臨時職員につきまして

は、准看護師２名の増で３５人分を計上して

おります。

下から２段目の材料費であります。医療消

耗備品費４４９万９,０００円でございます

が、診療用消耗備品３９９万９,０００円に

つきましては、医事システムの増設、輸液ポ

ンプ、シリンジポンプなど病棟用の消耗品の

購入費用ということで増になっているもので

ございます。

経費でございますけれども、次のページを

お開きいただきたいと存じます。

上から３段目でございますけれども、消耗

備品費２２０万円でございますけれども、病

院一般用消耗備品等ということで、事務什

器、院内携帯電話、地デジ化に要する経費等

を見込んで８０万円増となっているものでご

ざいます。

一つ飛びまして、燃料費につきましては、

Ａ重油の単価アップにより２１６万５,００

０円増となっております。

修繕費８０５万円につきましては、前年度

は透析に係る改修というものがありましたけ

れども、本年度はここに計上しておりません
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ので３００万円の減となっているものでござ

います。

一番下、賃借料６,０２１万１,０００円

は、２,４６３万３,０００円の減でございま

すけれども、説明欄の４番目、医療機器等借

上料４,５０５万６,０００円となっておりま

して、リース期間が満了したことにより、前

年に比べ２,４６５万２,０００円減となって

いるものでございます。

医師住宅借上料７７４万円につきまして

は、マンション６戸分、１戸建て２戸分の借

上料でございます。

次のページをお開きいただきたいと思いま

す。

委託料でございます。１億４,９７３万５,

０００円、７０２万９,０００円の増でござ

いますけれども、医療器械等保守管理委託料

で、ＣＴが上位機種ということによります保

守費用の増ということで４７２万６,０００

円の増でございます。

この欄の５番目の廃棄物投棄等委託料につ

きましては、感染性廃棄物の増によりまして

１５７万９,０００円の増となっておりま

す。

二つ飛びまして雑費、１９８万５,０００

円、７２万６,０００円の増でございますけ

れども、広告料でインターネットによる医師

募集の費用を見込んでおり、増となっている

ものでございます。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

資産減耗費、５３５ページの２番目になり

ますが、固定資産除却費４３６万９,０００

円でございますけれども、ＣＴ、それから給

食の配膳車、採血準備システムの更新に伴

い、残存価格を費用化するものでございま

す。

中ほど、医業外費用の企業債償還利息につ

きましては、４,５９３万５,０００円となっ

ております。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

資本的収入及び支出でございます。

収入でありますけれども、一般会計出資金

といたしまして６,９４１万５,０００円でご

ざいます。償還元金の３分の２相当額を出資

いただくものでございます。

企業債１億６,０２０万円、これは、起債

により医療機器の更新等を行おうとするもの

でございます。

次のページをお開きいただきたいと存じま

す。

資本的支出でございます。

器械及び備品購入費１億６,０２８万３,０

００円でございますが、診療用医療備品とし

まして、医事システムの増設６台、看護必要

度システムの導入。１２年度購入の機器更新

といたしまして、ＣＴ撮影装置、除細動器、

透析監視装置、採血管準備システム、赤血球

沈降速度測定装置、眼科エコー装置、上部消

化管ビデオスコープ。

以上の購入を起債により行おうとするもの

でございます。

その下、企業債償還金は、１億４１２万

４,０００円でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（小林 勲君） 議案の説明が終わり

ましたので、各会派で疑問点等を整理するた

めに、暫時休憩をいたします。

再開は、１５時５０分といたします。

午後 ２時５９分 休憩

────────────────

午後 ３時５０分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（小林 勲君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま

す。
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したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（小林 勲君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ３時５１分 延会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


